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○議事日程〔 第３号 〕 

 平成２４年３月１３日（火曜日）午前１０時開会 

 ※開議宣告 

日程第１  一般質問 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

○出席議員（１９名） 

１  番 土 谷 信 也 

２ 番 近 藤 紀 男 

３ 番 成 重 博 文 

４  番  安 達    隆 

５  番    山  田  秀  夫 

６  番  松 本 博 彰 

７ 番   中山田  健  晴 

８  番    河  野  徳  久 

９  番    明 石 光 子 

１０ 番 土 谷   力 

１２  番    鴛  海  政  幸 

１３  番    安  東  正  洋 

１４  番    北 崎 安 行 

１５  番    川 原  直 記 

１６  番    河  野  正  春 

１７  番    山 本 博 文 

１８  番    菅    健 雄 

１９  番    徳 永   浄 

２０  番    大  石  忠 昭 

 

○欠席議員（１名） 

１１  番    村 上 和 人 

 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長    安 藤 隆 治 

主幹兼議事係長    清 水 栄 二 

庶 務 係 長    次郎丸 浩 一 

副  主  幹    岩 本   力 

 

○説明のため議場に出席した者の職氏名 

市     長    永 松 博 文 

副  市  長    鴛 海   豊 

会計管理者兼市参事兼会計課長  

            奥 田 秀 穂 

 

 

市参事兼総務課長     桒 原 茂 彦 

市参事兼企画政策課長   宮 崎 敦 夫 

市参事兼情報推進課長   中 嶋 栄 治 

市参事兼財政課長      増 田 正 義 

市参事兼農林振興課長   井 上 晃 一 

市参事兼福祉事務所長   野 村 信 隆 

市参事兼消防長    門 岡 博 通 

税 務 課 長    渡 辺 功 司 

保 険 年 金 課 長   佐 藤   清 

子育て・健康推進課長   甲 斐 智 光 

人権・同和対策課長     伊 東 文 夫 

環 境 課 長    都 甲 賢 治 

商 工 観 光 課 長   佐 藤 之 則 

農 地 整 備 課 長   新 田 千代蔵 

建  設  課  長    筒 井 正 之 

都 市 建 築 課 長     河 野 義 雄 

上 下 水 道 課 長      近 藤 博 人 

地域総務二課長兼水産・地域産業課長 

              渡 邊 和 幸 

主幹兼総務法規係長     佐々木 真 治 

秘 書 広 報 係 長     丸山野 幸 政 

  介 護 保 険 係 長          飯 沼 憲 一 

 

教育庁 

教  育  長    河 野   潔 

総 務 課 長       安 東 良 介 

学 校 教 育 課 長   瀬 口 卓 士  

 

○議長（河野正春君）  おはようございます。 

開会前ですが議員各位にお知らせします。 

本日、ケーブルテレビによる議会放送用の撮影を

行いますのでご了承願います。 

 また、傍聴者の方々にお願いいたします。 

ケーブルテレビ用の撮影を行いますが、議場の構

造上、やむを得ず傍聴者の方々が映ることがありま

すが、あらかじめご了承いただきますようお願いい

たします。 

○議長（河野正春君）  これより本日の会議を開き

ます。 

○議長（河野正春君）  日程第１、一般質問を行い

ます。 

 一般質問通告表の順序により発言を許します。 

５番、山田秀夫君。 
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○５番（山田秀夫君）  ５番、山田秀夫でございま

す。通告に基づき一般質問を行います。 

 まず、市長が提唱されております今後１０年で３

万人まで人口を増加させるための各種施策を充実・

強化させるための第１は、健康まちづくりでありま

す。その中のかなめとなる高齢者等の保健及び福祉

の向上及び増進についてお尋ねをいたします。 

 まず第１点ですが、高齢者保健福祉施策の推進に

ついてであります。 

 本市の平均寿命は、平成１５年から１９年の統計

では、男性が７７．３歳、女性が８５．４歳となっ

ており、男性の平均寿命は県下１８市町村中１７番

目に短く、健康でいられる年齢を示す健康寿命は、

男性が７４．５歳、女性が７８．４歳と、男女とも

１８市町村中１７番目と短くなっております。 

 そこで、平成２４年度から国が実施します介護予

防日常生活支援総合事業が、平成２３年７月１１日

に開催されました。第５期介護保険事業支援計画の

策定に係る全国会議において新たに創設されること

となりました。 

 この事業は、要支援１、要支援２の対象者への予

防給付サービス、２次予防対象者、旧特定高齢者、

すなわち介護保険対象予備軍への介護予防事業を総

合的かつ一体的に行うことができるよう新たに創設

される事業であります。 

 この事業では、これまで保険給付外で行われてい

た地域支援事業サービス、すなわち介護予防事業や

生活支援、配食や見守り等のサービス、権利擁護や

社会参加を市町村が主体となり、総合的で多様なサー

ビスとして提供することが可能となります。また、

要支援１、要支援２の対象者については、従来どお

りの予防給付としてサービスを受けるのか、総合事

業としてサービスを受けるのか、地域包括支援セン

ターによるアセスメントに応じて市町村が決定でき

ますが、本市の取り組み方についてお尋ねをいたし

ます。 

 また、本市では、高齢者が要介護状態、また、要

支援状態になることを予防するとともに、要介護状

態となった場合においても、可能な限り地域におい

て自立した日常生活を営むことができるよう地域支

援事業を行っておりますが、今までの２次予防事業、

１次予防事業の事業内容と事業効果について、また、

包括支援事業の事業内容と事業効果についてお尋ね

をいたします。また、それを踏まえての評価はどの

ようにされているのか、あわせてお尋ねをいたしま

す。 

 次に、定住対策についてであります。 

 本市において、さまざまな施策に取り組み、住み

よいまちづくりによる定住人口の増加に向けて努力

をされております。しかしながら、ライフサイクル

の変化や住宅建設を取り巻く社会的状態による住宅

新築件数は減少傾向にあります。また、企業誘致に

伴い、定住者が増加すると考えられていましたが、

約半数が近隣の市に住みながら通勤している現状下

にあり、なるべく立地企業の従業員に定住を促進す

る必要があります。今後は、総合的に定住対策を進

める必要性が緊急の課題となっております。 

 １つの例として、佐賀県多久市では、最盛期には

人口約４万５，０００人となるほど石炭産業で栄え

た都市ですが、昭和３０年代のエネルギー改革によ

り、炭鉱の閉山に伴い、人口は減少し、現在では２

万３，０００人の市となっております。このため、

質・量を含めた多様な雇用機会の創出や、住宅等の

インフラ整備を充実する等の政策的要因により、人

口減少を改善することを目的に積極的な企業誘致施

策を進め、定住するための雇用の場の確保に努めて

います。また、住宅政策については、現在ある民間

住宅資本の利活用を考え、市商工会、建設部会を中

心に、市内宅建資格業者を含めた多久市住宅促進官

民協働プロジェクト推進会議を設置し、官民協働に

よる定住対策の展開について検討を行ってきていま

す。平成１８年１２月には、多久市定住促進基本計

画住宅編を策定、短期的にはミニ住宅団地の開発、

分譲及び市内の空き地・空き家の販売促進等のハー

ド部門は民間が担い、行政は転入及び定住促進のた

めのソフト施策を展開するとした官民協働による役

割分担を位置づけ、平成１９年、２０年の２ヶ年度

事業として多久市定住促進奨励金事業を展開してお

りますが、本市にとっても人口規模もほぼ同じ市で

あり、何か参考になるものがあると思われますが、

市長の見解を求めます。 

 次に、本市における公営住宅整備についてであり

ます。 

 国レベルの住宅施策の見直しによって住宅建設計

画法から平成１８年６月より住生活基本法へと転換

しました。住生活基本法は、全国計画における公営

住宅等の考え方は、豊かな住生活の実現のため、市

場において自力では適切な住宅を確保することが困

難な者に対する住宅セーフティネットが構築される

ことが必要不可欠とされています。公的賃貸住宅の
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みならず、民間賃貸住宅も含めた住宅セーフティネッ

トの機能向上を目指しております。基本的施策の１

つとして、市場における自力では適正な水準の住宅

を確保することのできない低所得者等に対する公平

かつ的確に公営住宅を供給することとなっておりま

す。 

 そこで、合併後の本市における市営住宅のストッ

クの現状はどのようになっているのか、その中で耐

用年数超過ストックの市営住宅はどれくらいあるの

か、また、これらを踏まえた統合的な整備をどのよ

うに考えておられるのかお尋ねをいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それでは、私から市の定住

対策についてお答えをいたします。 

 本市が将来にわたって発展していくためには、何

よりも定住人口を増加させなければなりません。定

住人口をふやすために、何より安心して働ける雇用

の場の確保が必要であろうと、本市では大分北部中

核工業団地を中心にして積極的な誘致活動に努めて

まいりました。その結果、この十数年で１８社の企

業進出や６社の企業の増設、そして昭和の町の発展

などにより２，０００人近い新たな雇用の場ができ

たのではないかと思われます。また、若い夫婦の皆

さんが安心して子供を産み、育てられるような環境

整備も重要であろうということから、子育て支援対

策に重点を置き、花っこルームや延長保育、休日保

育、病後保育、そして放課後児童クラブなど、子育

て支援の充実に努めてまいりました。さらに、学び

の２１世紀塾など、教育のまちづくりを進め、教育

環境の充実を取り組んだ結果、大分県の基礎・基本

定着状況調査では６年連続トップの成績を上げるな

ど、その取り組みがテレビで取り上げられるまでに

なったところでございます。さらに、市内にわたる

光ケーブルテレビや県内有数のコンビネーション遊

具を備えた中央公園の改修、こういうものなど都会

と変らない利便性の高い生活環境を実現するための

基盤整備にも取り組んでまいりました。その結果、

人口の減少は幾分かは少なくなってきましたけれど

も、残念ながら人口減少を食いとめるまでには至っ

ておりません。 

 このため、今年度は策定から５年が経過しました

総合計画の全面的な見直し作業に取り組み、今定例

会に基本構想の改正を追加提案申し上げたところで

ございます。今回の見直しでは、定住対策関係の取

り組みを、内容についてより具体的、より直接的に、

人口増につながる施策を中心に盛り込んだところで

ございます。 

 具体的に申し上げますと、まず第１に、本市への

転入者をふやす取り組みを推進してまいります。議

員ご案内のとおり、大分北部中核工業団地を中心と

して、市内の誘致企業には大勢の従業員が働いてお

りますが、そのうち約半数が市外からの通勤者とい

うことでございます。その方々に何とかして本市に

定住してもらうために、まず本市の目玉政策として

は、若者世代でも購入できる安価な優良宅地である

城台団地の整備を進め、分譲だけでなくって安い価

格で賃貸も検討してまいりたいと、そういうふうに

思っているところでございます。 

 また、先行きが見通せない昨今の経済情勢の中で、

特に若者世代では賃貸住宅の重要性が以前にも増し

て高まってきております。この対策としては、以前

補正にも出していただきましたけれども、ＮＴＴさ

んに市の補助金による住宅改修をお願いしておりま

したところ、ＮＴＴさんが独自で改修を行いまして、

新たな賃貸住宅として運営を開始していただきまし

て、非常にありがたく思ってるところでございます。

今後ともこのような形で優良物件の供給を促進して

いきたいと思っているところでございます。 

 来年度は、現在ほとんど使用されていなかった来

縄の県職員住宅も購入し、市営住宅として活用する

ことで、子育て世代のニーズに合った質の高い賃貸

住宅の供給を進めるとともに、市営住宅の改修や新

築についても研究をしてみたいと考えているところ

でございます。 

 さらに、新図書館の整備や都市公園等の整備を行

うことで、都市的機能の充実を図るとともに、環境

に優しいまちづくりのため、住宅への太陽光発電の

設置助成など、総合的な住環境整備に取り組んでま

いります。 

 また、市内居住者だけでなく、市内に通勤してい

る方を含めた独身男女の皆さんに出会いの場を提供

する婚活事業を積極的に推進するため、今年度から

始めました婚活事業を拡大し、市内の各種団体が行

う婚活事業を支援することで、１年を通じていろん

な出会いの場の創造を実現していきたいと思ってお

ります。さらに、結婚してもらうために、新婚さん

をお祝いする事業も新たに設ける予定でございます。 

 また、子育て環境大分県一を目指しまして、３歳

未満児の第２子以降の保育料の免除など、子育て支
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援のさらなる充実を進めるほか、医師会との連携に

よりまして小児科医の常勤化の促進など、医療体制

の強化にも取り組んでまいります。 

 このような取り組みを促進することによりまして、

本市に通勤する市外居住者だけでなく、近隣都市の

企業に勤めている人たちの本市への定住を促進する、

いわゆるベットタウンを目指すことによりまして、

転入者の増加を促していきたいと思っているところ

でございます。 

 以上のような転入促進、結婚促進を強力に進める

とともに、本市の子育て支援や教育のまちづくりを

始めとした先進的なまちづくり施策を市内外に積極

的に情報発信をすることによりまして、社会増、自

然増を達成し、将来人口３万人の実現を目指してい

きたいと考えておるところでございます。 

 最後になりましたが、議員ご案内の佐賀県多久市

における行政と民間との協働による定住促進策につ

きましては、１つの事例として参考にさせていただ

きたいと思っているところでございます。 

 全国的に人口が減少する中で、あえて人口３万人

という目標は非常に厳しいとは思っておりますけれ

ども、地域の活力を維持するためには必要不可欠な

課題でもございますので、議員の皆さん方のご理解

とご協力をお願いいたします。 

 その他の質問につきましては、担当課長に答弁を

させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（河野正春君）  保険年金課長、佐藤清君。 

○保険年金課長（佐藤 清君）  高齢者保健福祉施

策についてお答えいたします。 

 介護予防日常生活支援総合事業についてでござい

ますが、現時点で事業の詳細について説明がなされ

ていない状況であります。そのため平成２４年４月

からの実施は困難となりましたので、当分実施を見

送ることといたしました。 

 本事業の趣旨は、高齢者の方が地域で自立した生

活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活

支援サービスが切れ目なく提供される地域包括ケア

システムの実現でございます。 

 また、導入メリットといたしましては、予防が必

要な高齢者に対して、予防事業や生活支援サービス

等を総合的に提供することができるという点や、多

様なマンパワーや社会資源の活用などにより、要支

援の認定を受けた方でも介護予防や配食、見守り等

の生活支援サービス等を利用しやすくなるという点

などがございます。 

 今後、本事業の導入に当たりましては、このよう

なメリットを十分に活かした運用を目指してまいり

たいと考えております。 

 次に、２次予防事業、１次予防事業の事業内容と

事業効果についてでありますが、介護予防事業は６

５歳以上の人を対象に、すべての高齢者を対象とし

た１次予防事業と、要支援、要介護状態になる可能

性が高い高齢者を対象とした２次予防事業がありま

す。２次予防事業といたしましては、運動機能の向

上を図る「はつらつ健脚教室」、口腔機能の向上を図

る「わくわく健口教室」を実施しています。通所が

困難な方へは訪問事業も実施しているところであり

ます。 

 プログラム参加後は、参加者に対する事前・事後

アセスメントをもとに評価を行い、必要に応じて教

室後も利用者宅を訪問するなど、継続的な支援を行っ

ております。その結果、教室参加者のうち、その後

要支援、要介護認定を受けた方はわずか４パーセン

トということで、教室についてはよい効果があった

と評価いたしております。 

 可能な限り地域において自立した日常生活が営め

るよう、予防教室や訪問事業については、今後も継

続して実施していきたいと思っております。 

 次に、包括的支援事業の事業内容と事業効果につ

いてでありますが、包括的支援事業とは、地域住民

の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な援

助を行い、包括的に支援するというもので、主に地

域包括支援センターで介護支援専門員、保健師、社

会福祉士の３職種がチームとなって、一人一人の介

護予防計画、いわゆるケアプランを作成したり高齢

者に関するさまざまな相談に対応いたしております。 

 しかしながら、要支援者の数は年々上昇しており、

平成２３年９月末には４７６人にまで膨らんでしま

いました。さらに、本年度高齢者２，０００人を対

象に実施した調査により、２次予防事業対象者も現

在把握している数以上の対象者が存在することが予

想されます。そのため、新年度には対象を広げ調査

することで、より一層の実態把握と課題の抽出に努

めたいと考えております。そして、それらの課題に

着実に対応していくため、新年度からは地域包括支

援センターの体制を強化するとともに、要支援者一

人一人のケアプランを個別ケースごとに支援の方法、

方向性を検証し、事後に評価する会議システムを導

入します。この会議の名称は地域ケア会議と言いま

すが、この会議で要支援者一人一人に対して、従来
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よりもきめ細やかなアセスメントにより課題抽出を

行い、課題に合った適切なリハビリやトレーニング

などの目標を決めるとともに、自立のために効果の

ある生活習慣の改善などのアドバイスを積極的に行

いたいと思います。そして、現在有する機能の維持、

向上ができるようにサービスを提供していただき、

セルフケアを始め、介護保険法などで義務づけられ

ています自助努力もしていただくよう促してまいり

たいと考えています。 

そして、一定期間後にモニタリングの上、フィー

ドバックをし、よりよいケアプランをしていくとい

う自立志向性の強いケアシステムをつくっていきた

いと思います。この介護予防と自立型ケアを推進す

る地域ケア会議により、介護保険制度の理念である

高齢者の尊厳の維持、そして自立した生活を送れる

よう目指してまいります。 

 なお、アドバイザーとして、平成１８年の介護保

険法改正前から先進的に介護予防事業に取り組み、

大きな成果を上げてきた埼玉県和光市の管理職の方

が、１年間本市に対して指導・助言をしていただけ

るようになっています。 

 大変高い目標でございますが、５期３年間で要支

援者を現在の約３分の２の３００人となるよう目指

し、高齢者の方が住みなれた地域でより健康で長生

きしていただけるよう、ひいては人口３万人実現の

一翼になればと考えているところであります。目標

を目指し、着実に頑張ってまいりますので、どうか

市民の皆様におかれましても、自分の健康と病気や

介護のために市を挙げて取り組んでいますスマート

ウェルネス構想を始めとするいろいろな健康増進の

ための運動や生活習慣の改善、また、介護状態になっ

たとしても、有する機能の維持・向上に積極的に取

り組んでいただきますようご理解とご協力をお願い

します。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  子育て・健康推進課長、甲

斐智光君。 

○子育て・健康推進課長（甲斐智光君）  介護予防

事業の１次予防事業についてお答えします。 

 １次予防事業では、６５歳以上の方に対し、生活

機能の低下を予防し、心身の状態の維持・向上を目

指し、より健康的な生活を送ることを目的として、

介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業

に取り組んでおります。 

 介護予防普及啓発事業では、６５歳以上の方を対

象とした健康教室や健康相談の実施や市の特定健康

審査を受診していただいた方などを対象に、運動を

生活に取り入れることを通じて、生活習慣予防や筋

肉や骨などの病気の予防に役立つ運動教室である

「ハッスル健康教室」、健康な時から認知症予防に対

する知識を持ち、生活の中で実践していただくこと

を目的とした「認知症予防教室」などを開催してお

ります。 

 地域介護予防活動支援事業では、声かけボランティ

アなどが地区組織の活動を継続して行えるように研

修会の実施や地区の高齢者などとの交流事業の支援、

また、食生活改善推進協議会や運動推進員など、食

生活や運動など目的を持って活動する地区組織の会

員などを対象に、よりよい活動を継続的に実施して

いくための研修会を開催し、そこで学んだことを地

域に持ち帰って地域の高齢者の健康づくりの活動を

支援する取り組みを行うなど、住民がみずからの力

で健康について学び、生活の中で実践することによ

り、高齢者が住みなれた地域で生活できるよう支援

していくものであります。 

 １次予防事業の効果の例といたしましては、食生

活改善推進員が実施する教室参加者の３割の方が、

減塩など具体的な食生活改善に向けた意欲がアン

ケート結果から得られており、「ハッスル健康教室」

に参加した高齢者に実施した体力テストによると、

筋力、バランスなどのすべての項目において体力の

維持・向上が見られました。さらに、教室終了後に

は５割の方が、市が公民館などで実施している「ふ

れあい体操教室」などへ参加するなど、健康づくり

の教室に参加することがきっかけとなって、健康に

対する意識を高め、健康行動へつなげることができ

ています。 

 加齢による身体機能の低下は避けて通ることはで

きませんが、今後も自分たちの健康は自分たちで守

るという意識が多くの方に浸透し、地域ぐるみで行

うラジオ体操ウオーキング事業などの事業に積極的

に参加していただくことができるよう、啓発を行っ

ていきたいと考えています。 

 また、次年度以降も、現行の介護予防事業を継続

しつつ、スマートウェルネス豊後高田実現事業とも

連携した一体的な事業推進を図ることにより、なお

一層の高齢者の健康度が向上する取り組みを行って

いく所存ですので、よろしくお願いいたします。 

○議長（河野正春君）  建設課長、筒井正之君。 

○建設課長（筒井正之君）  公営住宅の整備につい
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てお答えいたします。 

 現在及び将来の国民の豊かな住生活を実現するた

め、平成１８年６月に制定された住生活基本法は、

「安全・安心で良質な住宅ストック」、「居住環境の

形成」、「住宅の取引の適正化」、「流通の円滑化のた

めの住宅市場の環境整備」、「住宅困窮者に対する住

宅セーフティネットの構築」を基本施策としており

ます。この中で、市営住宅の果たすべき役割として、

一番大きなものとしては住宅困窮者に対する住環境

の支援であると考えているところでございます。 

 本市の市営住宅につきましては、現在、２２団地、

４４０戸を管理しており、そのうち中所得者向けの

特定公共賃貸住宅は１５戸、それ以外の大半は一般

住宅となっております。また、旧市町別に見ますと、

高田が２３０戸、真玉が１１７戸、香々地が９３戸

といった状況でございます。 

 次に、市営住宅のストック状況につきましては、

２月末現在の空き家戸数は５６戸、そのうち、早い

段階で用途廃止をすることを予定しているため、新

たな貸し出しをしない住宅の空き家や大規模改修が

必要な住宅などを除きますと、実質の空き家は１８

戸となります。それらの住宅につきましては、順次

改修を行いながら月初めに公開募集を行っていると

ころでございます。 

 次に、市営住宅の設備状況でございますが、昭和

５０年代に建設されたものが多く、老朽化している

施設があるほか、４戸から１０戸の小規模住宅が多

い現状でございます。そのため、住宅ごとの設備状

況を調査・分析し、今後の改善計画や整理統合計画

を定める豊後高田市営住宅長寿命化計画を策定中で

ございます。 

 今後は、この計画に基づき、国の補助金などを活

用しながら整備を行いたいと考えておりますが、そ

の際は定住対策との整合性をとりながら十分検討を

行い、市営住宅の果たすべき役割であります住宅困

窮者に対する住環境の支援とともに、住宅対策とし

ても活用できるよう努めてまいりたいと考えている

ところであります。 

 以上であります。 

○議長（河野正春君）  ５番、山田秀夫君。 

○５番（山田秀夫君）  それでは再質問を行います。 

 まず、介護予防日常生活支援総合事業の部分です

が、２４年度は見送るというご回答がありました。

サービス面でのメリットは、今言われたんですが、

私もちょっと調べた部分で、別に任意事業と異なっ

て生活サービスを含めた総合事業に対して、資金面

で第２号保険者が、保険料が投入されるということ

をお聞きしてますけども、もしそれが、今やってる

本市とそれを導入した場合にどれだけ差異があるの

か、違いがあるのか、本市にとってはそちらのほう

がメリットがあるかどうか、ちょっとその点をお尋

ねをいたします。 

 次に、公営住宅の整備についてでありますが、こ

れはあくまでも要望という形で受け取っていただき

たいと思うんですが、秋田市では、新秋田市住宅マ

スタープラン公営住宅ストック総合活用計画の中で、

これらの市営住宅の建てかえに当たっては、建設費

や維持管理費が多額となることから、本事業におい

ては民間事業者のノウハウを活用しつつ、良質な住

宅を効率的に整備することを目指し、ＰＦＩ法の第

７条第１項の規定によって、特定事業を実施するも

のとして選定されたＰＦＩ事業者に良好な土地活用

を行うことにより、市営住宅のストックの円滑な更

新と地域特性に応じた住環境の整備促進に貢献する

ことを目的としております。少子高齢化が進展する

中、このような事業において建てかえ整備を行い、

市営住宅の統廃合と用途廃止団地の土地活用を同時

に行うことにより、住宅困窮者の居住の安定確保と

ともに、多様な居住のニーズに対応して、安全性、

快適性を備えた良質な住宅ストック及び良好住環境

の形成の促進を可能とするものだと思われますが、

ぜひこれも１つの計画の中で一考していただきたい

ということで要望しておきます。 

 １点だけ再質問して終わります。 

○議長（河野正春君）  保険年金課長、佐藤清君。 

○保険年金課長（佐藤 清君）  山田議員の再質問

にお答えします。 

 介護予防日常生活支援総合事業を導入することに

より、生活支援サービスを含めた総合事業により、

第２号保険料が投入され、本市の負担が軽減される

こととなります。そのため、有利な事業展開に向け

て来年度実施を目指していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  ５番、山田秀夫君。 

○５番（山田秀夫君）  以上で終わります。 

○議長（河野正春君）  一般質問を続けます。 

２番、近藤紀男君。 

○２番（近藤紀男君）  市民クラブの近藤紀男でご

ざいます。通告に基づき一般質問を行います。 

 まず初めに小規模集落についてであります。 
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 ６５歳以上の高齢者が半数を占める集落、小規模

集落でありますが、私、この問題につきましては、

平成２０年の９月議会でも取り上げてまいりました。

当時は限界集落という名称で、その調査と対策、そ

して特別交付税による集落支援員の見解等を質問し

てきたところでございます。その際、市長から、こ

うした問題はなかなか難しい、集落の支援など行っ

ていることはほとんどないが、こうした地域をも含

めた市民乗合タクシーの運行、ケーブルテレビによ

る情報提供、安否確認等を行っていることのご答弁

でありました。それから約３年半が経過しましたが、

小規模集落は地方の周辺部、山間部はもとより、今

では都市部の団地などでも出現しており、現在、社

会全体の大きな問題となってきていると思っており

ます。 

また、こうした集落は、ご承知のとおり年々増加

の一途をたどっており、本市におきましても同様で

あろうと思っております。小規模集落の増加は、人々

の暮らしを困難なものにしているだけではなく、廃

屋や耕作放棄地に見られますように家屋や田畑、さ

らには山林の荒廃など、自然環境への影響が全国各

地で顕著になってきております。 

 大分県内での現在の小規模集落は５６３集落に

上っております。こうした集落を抱える県内の市町

村では、その対策として地域活性化を始め、小規模

の１つの集落ではなく、近隣集落をも含めて支えあ

うコミュニティーづくりといった独自の事業に取り

組む自治体もふえてきております。少子高齢化、過

疎化が進むこの人口減少社会の中でいかにして地域

住民の命と暮らしを守っていくのかが問われてきて

いると思っております。 

 そこで、何点かお尋ねをいたします。まず初めに、

本市での小規模集落は何集落となっているのか、ま

た、その人口の総数はどれくらいでしょうか。 

 次に、他の自治体、中津や日田、臼杵市などでは、

小規模集落の専門部署を設置して対応を図っており

ますが、本市ではどのような体制で小規模集落の調

査や対策を図っているのでしょうか。 

 また、地域の事情を一番よく知っている市町村の

主体的な取り組みが重要視されておりますが、市独

自での取り組みでこれまで何か取り組んできたこと

があれば、またお答えいただきたいと思います。 

 ３点目としまして、２月９日に大分県小規模集落

対策本部会議が開催をされまして、県と市町村で、

今後小規模集落に対して取り組む課題などを盛り込

んだ指針が決められたとされておりましたが、その

内容はどのようなものかお尋ねをいたします。 

 ４点目でありますけども、県内の小規模集落５６

３集落のうち、約８割が普段の買い物に困っている

ことが県の調査で明らかになっております。 

 必要なサービスとして期待されているのは、移動

販売車が最も多く、次いで買い物代行等々となって

おり、今は何とかできているが将来への不安が多く

あったとされております。こうした買い物弱者の本

市での状況はどうなのか、今後の対応・対策をどの

ように考えるのかお尋ねをいたします。 

 加えて、水道が未整備で、井戸や湧き水等に頼ら

ざるを得ない地域で、自力での水の確保が負担になっ

ている集落は、県内５６３小規模集落の１２３集落

に及んでいるとされております。この質問に際し、

いろいろと私も調べてみましたけれども、平成２１

年度の県北地域、小規模集落対策会議での資料であ

りますけれども、本市での田染平野地区のある集落

では、湧き水を飲料や雑用水として７世帯に引水し

ておりますが、渇水期には水不足となり、飲料水な

ど山香町まで各自で調達していることが記載をされ

ておりました。もうそれから３年たっておりますの

で、現在の状況はわかりませんが、私も大変正直驚

いたところでございます。本市においては、こうし

た自力での飲料水等の確保が負担、困難となってい

る集落はどれぐらいあるのか、またその今後の対策

をどのように考えるのかお尋ねをいたします。 

 最後に、県の資料では、市町村と連携をして、こ

ういった集落の暮らしを守るために、道路の補修や

草刈りなどの活動をする小規模集落応援団体の登録

は、昨年末で２８２団体とされておりましたが、本

市での登録団体は何団体となっているのか、また、

本市における活動内容はどのようなことを行ってい

るのかお尋ねをいたします。  

 次に、児童虐待の質問であります。 

 この世に生を受けた子供たちの小さな体やとうと

い命が、心ない大人の手で、しかも虐待によって傷

つけられたり、命さえも奪われるという何とも痛ま

しい悲惨な事件が今も全国的に後を絶ちません。 

 私も、昨年、一昨年と児童虐待に関する質問を行っ

てきたところでございますが、昨年の１１月２４日、

別府市で４歳の男の子が母親から虐待を受け死亡す

るという大変痛ましい事件が発生をいたしました。

この事件は、多くの県民を始め、県下各自治体にも

さまざまな波紋を広げているのはご承知のとおりで
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あります。新聞報道によりますと、逮捕された母親

は、子供に熱湯をかけたり殴ったりの虐待を繰り返

していたと供述をしております。また死亡した子供

の全身にやけどなどの跡があったことも明らかになっ

ております。当該の別府市は、虐待前の乳幼児健診

や周辺住民からの虐待を疑わせる通報などで保護者

と子供に計１０回接触をしておりましたが、虐待の

兆候を見抜けなかった、また、幹部の１人は何かが

足りなかったとコメントをしております。この記事

を読んで、この何かが足りなかったとされるこの足

りないものは何だったのか、恐らく多くの人がこの

ことを強く感じたことと思います。虐待を疑わせる

市民からの情報が寄せられ、担当者が１０回も保護

者や当事者である子供に接触しているのに、なぜ虐

待を見抜けなかったのか、なぜ虐待はないと判断し

たのか、防げなかったのか、真意のほどはわかりま

せんが、悔やまれてなりませんし、なんともやり切

れない思いになってしまいます。 

 この事件を受けて、行政と他の福祉団体との連携

強化や、担当課職員の判断だけでなく、専門家や専

門機関につなげることの必要性などが指摘をされて

おります。また、これまで児童相談所に連絡せずに

各自治体単独で処理してきた相談や通報などのケー

スの見直し作業、さらには本年１月２３日、県の主

催で各市町村長を対象としましたトップセミナーも

開催され、職員の対応能力の向上等の講演も実施を

されております。本市からも副市長、担当課長が参

加している様子が新聞報道の写真で伺えました。ま

た、先月の２月の１４日、大分県の本年度当初予算

が報道されておりましたが、その中で子育て家庭に

支援員を派遣する市町村に助成をして、虐待を把握

してから行政が動く受け身の姿勢からの転換を図る

とされておりますし、児童虐待の未然防止や早期発

見、早期対応などの態勢の一層の強化が求められて

いると思います。 

 そこで、何点かお尋ねをいたします。 

 まず初めに、この事件を教訓として本市における

児童虐待の未然防止、早期発見等々にどのように活

かしていこうとしているのか、加えて、県が打ち出

しています子育て家庭への支援員の派遣についての

見解をお尋ねをいたします。 

 次に、昨年の９月議会では前年度の平成２２年度

の児童相談件数８１件などを確認してまいりました

が、今年度、平成２３年度の直近までの相談件数は

何件で、その内容について、心身の虐待、養育放棄

等々の状況、そしてその対象世帯、児童数もわかれ

ば明らかにしていただきたいと思います。また、そ

の内、緊急を要するものや児童相談所に連絡したの

はあったのかどうかもあわせてお尋ねをいたします。 

 次に、教育問題について２点質問をいたします。 

 ただいま、小規模集落について質問してまいりま

したが、少子高齢化が進展する中で、教育の分野に

も深刻な影響が出てきていると思っております。 

 まず１点目は、三重小学校の統合についてであり

ます。 

 いよいよ本年４月から三重小学校が香々地小学校

へと統合されます。既に受け入れ態勢も整っている

と思いますが、幾つか気がかりに思うところがあり

ますので、質問をいたします。 

 あと半月余りで三重小の児童たちが香々地小へと

移行するわけでありますが、三重小の子供たちの中

には教育環境の変化など新たな学校生活を不安に

思っている児童もいるのではないかと思われます。

こうした児童への心のケアはどのようにされてきた

のか。 

 ２点目といたしまして、児童が安心・安全に香々

地小で学校生活ができるよう、地域や学校、保護者、

教師間の連携はどのようにされてきたのか。  

 最後でありますが、本議会でスクールバスの購入

予算も計上されておりますが、このスクールバスに

ついてであります。昨年、山本議員からの質問では、

下校時の低学年、高学年児童の送迎は、授業時間を

考慮し、無理とならない時間帯に運行できるように

検討するとされておりましたが、具体的にどのよう

な運行になるのか、この３点についてお尋ねをいた

します。 

 最後の質問になりますが、都甲小中の一貫校につ

いてであります。 

 平成２５年度からの都甲小中一貫校の開校に向け

て、本年度予算におきまして、小学校校舎の建設を

始め、中学校舎の内部やグランド改修などの予算が

計上されておりますし、着々と準備が進んでいるも

のと思います。少子高齢化、過疎化が進展する中で、

学校の統廃合やこうした小中一貫校の動きが強まっ

てきているのも事実であります。 

 しかしながら、戦後一貫して行われてきました小

学校６年制、中学校３年制、この制度が導入されて

六十数年、今も全国の大半の子供たちがこの制度で

学んでおります。今回、この制度とは異なる教育特

区での小中一貫校として、来年２５年度からスター
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トを切るわけでございますが、これまでと何がどう

変っていくのか、どのような学校運営となっていく

のか、眼に見えてわからないだけに、保護者や市民

の方々からさまざまな声、ご意見を耳にしておりま

す。 

 そこで、質問でありますが、１点目としまして小

中一貫校を導入している県内の自治体は大分市の１

校と佐伯市の４校であります。まだまだ県内でもあ

まり導入が進んでいないのが現状でありますが、小

中一貫校となった場合、どういったメリットがある

のか、またデメリットとしてどんなことが挙げられ

るのかお尋ねをいたします。 

 次に、昨年、明石議員の質問でありました小中一

貫校は、既存の小中学校の教育課程にとらわれず、

地域の特色を活かした教育課程の編成を検討してい

るとされておりましたが、その具体的な内容とどう

いった効果が考えられるのかお尋ねをいたします。 

 最後に、小中一貫校としてどのような学校づくり

を目指していくのか、まずはこの３点についてお尋

ねをいたします。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  私のほうからは、小規模集

落についてお答えをいたします。 

 本市における小規模集落でございますけれども、

少子高齢化、過疎化が進みますので、非常に増加が

激しくなっておるところでございます。平成２４年

２月末時点では、公式には小規模集落は１９集落で

ありまして、これらの集落にお住まいになっている

方々が１，７０１人となっております。 

 しかしながら、私も小規模集落の真っただ中にお

るわけではございますけれども、これにあらわれな

い多くの小規模集落が出てきているということも事

実でございます。そしてまた、効果的な策もなかな

か見つからないというのも現実の状態であります。 

そういう面では、ここでお答えするのも前お答えし

たような感じの、緊急通報とか、それから安否確認、

それと市民乗合タクシーでございますが、この市民

乗合タクシーに対しましては、各市民の皆さん方の

意見を聞きながら路線をふやしているという状況で

ございます。それと同時に、路線バス、それから乗

合タクシーと路線バスをつなごうということで、こ

れは特に香々地、真玉の方々、７０パスということ

の中で、２００円でずっと乗ってこれるという、そ

ういうものをつくりました。 

それと同時に、鳥獣対策、これにつきましては力

を入れている１つでございます。２１年まで、お配

りしている資料を見ていただければわかるんですけ

れども、捕獲量としては３００頭前後であります。

それが、２２年で６７９頭、本年度は、今現在１，

７５５頭ということで、非常に多くの、これもまた

市民の皆さん方のご協力によって箱わながよく使わ

れてるということでございます。 

それから、本年度事業として予算化させていただ

いたのは小規模集落整備事業ということの中で、金

額は３０万でありましたけれども、何か集落の中で

役に立てばということの中で予算化させていただい

てるということであります。 

それから「すてきな親子支えあい住宅建設奨励金」、

これは小規模集落対策ではなかったんですけど、

ちょっとおもしろいというか、非常にうれしいニュー

スとして、小規模集落にこれを活用して、２世帯が

帰ってきましたんで、そういうことの中で小規模集

落を脱退というか、でなくなったという、将来的に

はまた小規模集落になるんでしょうけども、親子で

帰ってきたためにそういうことになって、非常にう

れしいことでございます。 

 それから、今後においてでございますけども、集

落のコミュニティー維持のための自治会の統合と、

そういうことも考えなきゃならないと思っておると

ころでございます。 

それから、来年度に向けては、国の制度を活用し

た事業といたしましては、集落支援員の設置を来年

度考えさせていただこうかということで、提案させ

ていただいています。これにつきましては、集落支

援員とは、市の委嘱を受けて、集落の巡回とか状況

把握を行うということでございまして、できればう

まく回ってくれればいいなという気持ちでございま

す。 

 それから、小規模集落対策指針についてでござい

ますが、これは知事が本部長を務め、私ども市町村

長が一緒になってやっているところでございますけ

れども、大分県の小規模集落対策本部会議、ここで

示されたものでございます。その中では、地域の活

力づくり、方向性としては「地域の活力づくり」、そ

れから「生活環境の整備」、「地域コミュニティーの

維持」、「鳥獣被害・耕作放棄地対策」、「集落間の連

携・再編成」という５項目を挙げて、これから今ま

で会議でやって審査してきた議論を踏まえた取り組

みを例示されてると、そういうことでございます。 
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 ４点目に、小規模集落における買い物弱者の状況

につきまして、これについては私ども承知しなかっ

たわけでございますけれども、昨年の７月に大分県

が実施したアンケート調査、これであったようであ

りました、それにお聞きしますと、湯原下自治会が

困ってるという回答をしてるようであります。これ

につきましては、私ども、各自治委員さんの気持ち

を出したアンケート調査のようであります。また、

湯原自治会を調査させていただきまして、どうする

かもちょっと議論してみようと思っているところで

ございます。 

 いずれにしましても、小規模集落の実情を踏まえ

て、県と連携を図りながら集落の対策を検討してい

きたいと思っているところでございます。 

 ５番目には、小規模集落応援隊のことでございま

すが、高齢化、人手不足で、集落道の草刈りや地区

の集会場の整備と、そういうような共同作業が非常

に難しくなってるということで、小規模集落に対し

ては県内の企業やボランティア団体が応援隊を登録

して共同作業を手伝うという取り組みでございます。 

 現在、市内の事業所のうちで、小規模集落応援隊

に登録してる事業所は、ことしの大分県小規模集落

対策本部において表彰を受けた、佐々木建設株式会

社は、佐々木工業もあの時は、私もびっくりしたん

ですけども、両方が表彰されるということであった

と思います。佐々木建設さんを含めて全部で１１団

体でございます。 

 市内における活動例としては、田染平野地区にお

ける草刈り作業とか、田染山下地区における集落道

のコンクリート舗装など、今年度で市内で５回の活

動が行われました。小規模集落における共同作業の

助けになっております。 

 しかしながら、これはほんの一部でありまして、

市といたしましては小規模集落の草刈りというのは、

もう至るところでできなくなっているというのが現

状でありますので、私どもとしては、その地区の道

路を今まで市民の方にやっていただいておったのを

これからは草刈りは市が順次していくということで、

自治会長さんにもお話ししながら、もうその地区で

できなくなったところについては市のほうでやって

いかさせていただくということでご相談してるとこ

ろでございます。 

 これからというのは、どうしてもやはりこういう

ところはふえてくるだろうと、そういう中で、小規

模集落というのをどうすべきかというのは真剣に考

えていきたいと思っておりますので、皆様方のお知

恵をかりながら、何とかしてこの対応をさせていた

だきたいと、そう考えているところでございます。 

 その他の質問につきましては、教育長及び担当課

長に答弁させますので、よろしくお願いします。 

○議長（河野正春君）  教育長、河野潔君。 

○教育長（河野 潔君）  近藤議員の三重小学校、

香々地小学校の統合に係る児童の心のケアについて

お答えいたします。 

 議員ご指摘のように三重小学校の子供たちが、統

合によりまして新たな学校生活に不安を抱いている

というのも現実にあると思います。 

 しかしながら、既に数年前から三重小学校と香々

地小学校は、少年野球や少女バレーで合同のチーム

を編成をいたしまして、練習や対外試合に取り組ん

でいるところでございます。また、修学旅行あるい

は社会見学、英語集会などの特別活動も合同で授業

を進めておるところであります。統合の計画がなさ

れた本年度は、学校行事の中で、両校の運動会の参

加、学年別授業、遠足なども合同で実施いたしまし

て、交流・連携を重ね、統合後の児童の不安の解消

に努めるなど、心のケアを行ってまいりました。 

 しかしながら、通いなれた環境から新たな学習環

境へ移行する児童に、どのような心理変化が生じる

か、予想できない面もありますので、新学期が始ま

りましてからも教職員を始め、関係者や保護者の皆

様にもご協力をいただきながら児童を守ってまいり

たいと考えておるところであります。 

 次に、児童が安心・安全に学校生活が送れるよう、

地域や学校、保護者、教師間の連携についてであり

ますが、今回の統合計画を着実に進めるために、三

重小学校内に保護者の皆さんと教職員による校内準

備会を設置するとともに、両校による連絡協議会を

設置いたしました。これらの協議会などと教育委員

会もしっかり連携をいたしまして、課題の解決と計

画の推進を図ってきたところでございます。 

 また、保護者の皆様には、説明会の開催やＰＴＡ

役員会など、機会あるごとに協議を行ってまいりま

した。そして、あわせて地域の皆様には、各界の代

表者や学校関係役員の方への説明、地元住民説明会

などを開催いたしまして、ご意見・ご要望をお聞き

したところでございます。統合の方針が決定されて

以後は、地元に三重小学校閉校記念事業実行委員会

の設置をいただきまして、学校との協議も進めてい

ただいてるところであります。 
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 教育委員会といたしましても、統合する学校の安

心・安全の確保と良好な教育環境の確保の面から、

不足が見込まれる備品の整備や施設の修繕改修など

にも配慮し、実施してきたところでございます。 

 さらに、質問のスクールバスの運行についてであ

りますが、平成２４年度にスクールバスを利用する

と見込まれます児童は１３名となっております。朝

の登校に際しましては、ほぼ全員の利用が見込まれ

るところでありますが、下校時には、放課後児童ク

ラブの利用や少年野球や少女バレーの部活動参加な

ど多様な状況も生じるわけであります。そういうと

ころで、運行に際しましては、保護者の方々と今後、

十分な協議を行い利用する児童に無理とならないよ

う最善の配慮をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、都甲小中一貫校の導入についてお答

えいたします。 

 平成２５年度春の開校に向けまして進めておりま

す都甲小中一貫校建設につきましては、平成２０年

３月に豊後高田市総合教育計画審議会の一部答申を

いただきまして、都甲地域における小中一貫校の取

り組みの必要性が示されたことにより、具体的な計

画を進めているものであります。 

 議員ご質問のメリット、デメリットにつきまして

は、小中一貫校の大きな特色であります小中一貫を

図ることで、小学校から中学校へ進学する際に生じ

る生活スタイルの変容に適応できない状況の生徒が、

同じ環境の中でスムーズな移行を実施することがで

き、不安やつまずきをなくすることができるのであ

ります。さらに、９ヶ年の義務教育課程を一貫して

実施することによりまして、系統的に個に応じたき

め細かな指導が図れるとともに、異年齢の交流活動

の中で社会性が生まれ、心豊かな人間性が育成でき

るものと考えております。また、小中学校の教職員

による共通した事業実践を行うことにより、それぞ

れの特性を活かした授業づくりの推進が図れるもの

と考えております。地域や保護者との関係づくりに

つきましても、一貫した取り組みを進めることによ

り、９ヶ年の継続した地域行事への参画や、地域人

材活用並びにＰＴＡ活動の推進が図れるものと確信

をしております。 

 ただ、その一方で課題として考えられるのは、９ヵ

年という長い教育課程の中で、区切りや変化が感じ

られにくいことが危惧されます。過程途中にけじめ

をつける１０歳を迎える際の２分の１成人式として

の立志式や、６ヶ年の終了時の終了式等の実施を検

討しておるところでございます。また、他の学校と

の教育課程の違いが生じることから、できる限り学

校間や教職員間での共通理解を図る研修や交流を実

施してまいりたいと考えております。 

 また、教育課程の内容につきましては、教育課程

特例校制度を活用いたしまして、小学校６年制、中

学校３年制を前期４年、中期３年、後期２年制とし

た９ヶ年を見通したカリキュラムによる指導を実施

してまいりたいと考えております。また、前期１年

生から、国際社会に対応した英語科を導入するとと

もに、地域の伝統文化を学ぶ市民科の新設も行って

まいりたいと考えております。さらに系統的な算数、

数学科の充実を図るとともに、５年生からの教科担

任制の導入を現在検討しておるところでございます。

これによりまして、前期課程におきましては、反復

学習によって基礎・基本の定着を図る、思春期と重

なる中期課程におきましては、思考力や判断力、表

現力を高め、そして後期課程では義務教育の最終段

階として発展的学力を養うことができるものと考え

ております。 

 小中一貫校という新たな取り組みにより、多様化

する現代社会において、世界的な視野と２１世紀を

たくましく生きる力を持った子供たちの育成を目指

していきたいと考えておりますので、何とぞご理解

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  環境課長、都甲賢治君。 

○環境課長（都甲賢治君）  それでは、小規模集落

において、飲料水の確保等が負担になっている集落

についてお答えします。 

 小規模集落においては、過疎化、高齢化により、

共同の給水施設の維持管理を行うことが負担となり、

水を確保することが困難となっている集落、水の不

良や水量不足などにより、地域で生活する上で水の

確保に関し問題を抱えている集落があるようであり

ます。県によりますと、平成２３年度に実施した生

活用水問題に関するアンケート調査で、飲料水など

の確保に関し、問題のあると回答した集落が４集落

あるとお聞きしております。 

 これまでも小規模集落において、平成２１年度に

飲料水等を確保することが困難な田染平野地区で、

県の技術支援や維持管理指導等により、既存の給水

施設の改善を図り、生活用水などの確保を行ってき

たところです。また、平成２２年度においては、生

活用水等に鉄、マンガンが多く含まれ、良質な水に



３月１３日 

 - 43 - 

 

恵まれない黒土地区において、大分県地域給水施設

整備事業により、緩速ろ過方式による給水施設の整

備を行い、集落の水環境の改善を図り、生活用水な

どの確保をしたところです。 

 この水の確保に関し、問題のある集落については、

今後とも県と協力し、集落への水確保に関する課題

を解決するための調査・検討を行い、安心・安全な

水の確保に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（河野正春君）  子育て・健康推進課長、甲

斐智光君。 

○子育て・健康推進課長（甲斐智光君）  近藤議員

の児童虐待についてのご質問にお答えいたします。 

 議員ご案内のように昨年の１１月２５日、別府市

において４歳の男の子が、母親から虐待により死亡

するという大変痛ましい事件が発生いたしました。

別府市では、事件後に発足いたしました児童虐待防

止対策検証委員会の、「市民から虐待を疑わせる通報

があった際、職員が十分な事実確認をせず、見抜け

なかった」とする報告書を受け、虐待の可能性があ

る家庭への調査にチェックリストを活用するなどの

対応策を決定いたしました。 

また、大分県においても、昨年１２月に情報共有

の徹底、関係機関同士の緊密な連携による支援の強

化、相談支援技術向上のための研修の強化を柱とし

た緊急的に実施する再発防止策を取りまとめるとと

もに、平成２４年度予算の中で児童虐待の未然防止

対策を充実させるための４つの新規事業が盛り込ま

れました。 

 今回発生した事件のように、子育て家庭において

は多かれ少なかれ何らかのリスクを抱えているのが

一般的であり、このような事件が特殊な要因を有し

ていることから起こったものではなく、一般的にど

の家庭においてもいつ起こるかわからない危険性を

持っているものではないかと考えられます。 

そういった意味では、本市においても十分起こり

える可能性があることから、県において取りまとめ

られた再発防止策に照らし合わせ、現在、毎月第１

木曜日に定例開催をしております豊後高田市要保護

児童対策地域協議会連絡調整会議において、さらな

る関係機関との一層の情報共有、連携を図るととも

に、児童相談所との共通管理台帳による進行管理、

要支援ケースのアセスメントシート等の活用を図っ

てまいりたいと考えております。 

 また、議員ご質問の県が平成２４年度予算の中で、

子育て家庭への支援員の派遣する市町村へ助成する

事業は、ホームビジターという研修を受講した無償

のボランティアが訪問し、傾聴と協働による支援を

行う訪問型子育て支援事業、通称ホームスタート事

業や、さまざまな原因で養育支援が必要となってる

家庭に対し、保健師、助産師、保育士等が養育に関

する指導・助言を行うことにより、適切な養育の実

施を確保する養育支援訪問事業であり、本市におい

ては既に実施中の事業でありますので、今後さらな

る事業の活用を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、平成２３年度の児童相談件数についてのご

質問ですが、本年２月末現在で６８件です。その具

体的相談内容は、養護相談が４５件、保健相談が５

件、障がい相談が４件、非行相談が１件、育成相談

が１３件となっております。特に、養護相談の中で、

身体的、心理的虐待相談が１３件、ネグレクト、こ

れは育児放棄ですが１０件であります。相談を受け

た世帯数は３２世帯で、児童数は５４名となってお

ります。 

 また、緊急を要するものや、児童相談所に連絡し

たのはあったかどうかというご質問ですが、本年度

におきましては、要保護児童ケース検討会議を開催

するような緊急性を要する事案は、現在のところ発

生しておりません。 

 児童相談所への連絡につきましては、本市におい

ては、すべての相談内容について児童相談所と情報

共有を図っており、相談を受理するごとに児童相談

所へ連絡する体制となっております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  ２番、近藤紀男君。 

○２番（近藤紀男君）  時間が迫ってまいりました

ので、簡潔に申し上げたいと思います。まず、答弁

いただいた順番に質問をしていきたいと思います。 

 再質問になりますが、小規模集落についてであり

ます。市長からご答弁いただきまして、来年度から

支援員を、配置をしていくというお言葉がありまし

た。その集落支援員について、２名と、何名か、２

名だと、ちょっと聞き漏れがありましたので、支援

員というのは地域の実情にあった対策等で、地域と

行政とかの橋渡し役にはなるんじゃないかなとそう

いう感じも持っておりますので、だれでもできると

いうような仕事ではないと思いますので、どういっ

た方を選任していくのか、今申し上げましたように

どういった活動内容になるのか、この点だけ再度お

尋ねをしたいと思います。 

 三重小の統合についてでありますが、教育長から
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ご答弁いただきまして、これも要望としてお願いを

していきたいというふうに思います。統合後の児童

生徒の心の変化、ケアとか、引き続いてしっかり見

守っていただきたい。 

 それから、スクールバスの運行につきましては、

これから保護者と十分協議をしていくということの

ご答弁でありましたので、くれぐれも保護者の負担

とならないよう、最大限のご配慮をお願いしたいと

思います。 

 最後に、最後じゃありませんけども、都甲小中の

一貫校であります。順番に申し上げていきます。 

 丁寧にご説明をいただきました。教育特区の制度

を活用して、先ほどご答弁ありました前期１年生、

これ、小学校１年だろうと思うんですが、英語科の

導入、加えて市民科の新設をするということであり

ましたので、他校にないこうした教科を導入する、

新設をする、その根拠についてお尋ねをしたいと思

います。 

 そして、英語科、市民科等々の年間の授業時間の

確保は、何時間にするのか、どのように確保してい

くのか、この点を、お尋ねを再度したいと思います。 

 児童虐待については、丁寧にご説明ありまして、

別府市の事件で一番やっぱり私感じたことは、子供

の安全の確保であります。いろんな現場の対応では、

直接保護者や児童と向き合った際に、やっぱり親子

のきずなとか、親の反発とか、プライバシーとか、

どうしても行使にためらいが生じるというようなこ

とも多々聞いております。そういった大変現場での

ご苦労はあろうかと思いますが、最大限、と申しま

すか、一番重要なことはやっぱり子供の安全の確保

だろうと思いますので、それを念頭に置いてこれか

らも児童虐待の未然防止、早期発見にご尽力をいた

だきますことを要望します。 

 それで２回目の質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  私から、集落支援員につい

てご答弁申し上げます。 

 こういう地方の集落というものは、どうしても農

業、そういうもので生きておりますんで、農業に関

係のある方を２人お願いしたいと、そういうふうに

思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

（「短い答弁、いいですね」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  学校教育課長、瀬口卓士君。 

○学校教育課長（瀬口卓士君）  都甲小中一貫校に

ついての再質問にお答えいたします。 

 教育課程特例校として準備を進めております都甲

小中一貫校の特色ある教科としての英語科と市民科

の導入につきましては、９ヶ年の系統性と指導の連

続性を考慮して実施してまいりたいと考えておりま

す。 

 特に英語科の導入につきましては、新学習指導要

領に示された国際社会に適応できるコミュニケーショ

ン能力をあわせ持った児童生徒の育成を目標に英語

を楽しむ活動から日常会話ができるまでの力を育て

たいと考えております。年間の標準時数につきまし

ては、前期の小学１年生では３４時間、２年生から

４年生までは３５時間、中期の５年生からのカリキュ

ラムに負担を来たさないよう配慮した時間を検討し、

後期の中学１年生からの１４０時間へのスムーズな

移行を目指しております。 

 また、市民科につきましては、郷土豊後高田や都

甲の自然環境、伝統文化、そして産業や地域の方々

とのかかわりを教材として取り組み、その情報をも

とに学習を深め、体験や実習活動で実践力や表現力

を培ってまいりたいと考え、カリキュラムを編成し

ております。その実施時間数としては、現在実施し

ております総合の学習の時間を充て、授業時数への

負担のないよう、年間１年生の３４時間を除くすべ

ての学年において３５時間で計画しております。 

 多様化する現代社会において先見性と創造性あふ

れる児童生徒の育成を目指し、今後も引き続き検討

してまいりたいと考えておりますので、何とぞご理

解お願いいたします。 

○議長（河野正春君）  ２番、近藤紀男君。 

○２番（近藤紀男君）  最後の質問となりますが、

もう要望として述べさせていただきます。 

 初めに小規模集落についてでありますが、農業に

精通した人を、選定をしていきたいというご答弁が

ありまして、全くその第１次産業、本市においても

主たる産業ですから的確な判断だろうと思います。

集落支援員に、やっぱり、いろいろやっぱりこれか

ら小規模集落がふえていく中で、大変重要な仕事に

私はなってくると思います。やはり小規模集落の住

民の方々、住民の方々が、どういうんですか、意識

を持っていただく、危機意識まではいかなくても、

自分たちの地域はやっぱり自分たちで守っていく、

そういうことを考えて行動していただく、まずその

辺が一番大事じゃないかなというふうに思いますし、

その流れの中で、自治体として何ができるのか施策
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をやっぱり考えていく、そしてまた、県と国でなけ

ればできないことも、これ、出てくるだろうと思い

ます。そういった部分、集落支援員の方が、集落を

しっかり把握をして小規模集落の対策なり、やっぱ

り施策を図っていく上で大変重要だろうと思います

んで、今後の取り組みを期待していきたいと思いま

す。 

 続きまして、都甲小中の一貫校であります。英語

科の導入、市民科の新設等々ご答弁をいただきまし

て、英語科の導入に際しましては、昨年から学習指

導要綱の改定もされまして、この際、大学の教員を

中心に文部科学大臣に導入の反対の申し入れを行っ

たことも聞いておりますし、その是非が問題となっ

ておりました。中学校からの英語教育を小学校段階

から、しかも低学年から導入をしていく、果たして

その効果のほどはどうなのか、英語能力は本当に向

上していくんだろうかというふうに私も率直に思っ

ております。こうした中で、やっぱり父兄の方々と

か市民の方からも、先ほど申しましたけども、さま

ざまな声が届いておりますが、もともと小中一貫校

の論議の始まりは児童数の低下とともに都甲小学校

の施設の校舎、体育館等々のかなり老朽化が著しい、

こういったことが原点ではなかったかというふうに

思います。現在も都甲小中学校は数百メートルしか

離れておりませんし、中学に上がっても子供たちの

顔ぶれは全く同じであろうと思います。しっかり地

域ともつながっておりますし、私も小中一貫校のス

ムーズな移行を期待しているところでございます。 

 教育長、それから課長のご答弁をお聞きしており

ますと、どうも一貫校ということで肩に力が入り過

ぎているんではないかと思われるところが、また私

自身随所に感じられましたし、少し力を抜いてとい

う言い方がいいかどうかはわかりませんが、それも

これまで小学校、中学校の伸び伸びとして、学力、

体力、人間力もはぐくんできた伝統ある学校ですか

ら、こういった校風、伝統をしっかり継承していた

だいて、小学校、中学校のそれぞれの連携を一歩ず

つ積み重ねていくことから始めたら、一番理想的な

小中一貫校になってくるんではないかなというふう

に思っております。 

 冒頭申し上げてまいりましたけども、小中一貫校、

県内では大分市の賀来小中一貫校だったと思います。

それから、佐伯市では４校が小中一貫校になってお

ります。県内では、この２つの自治体だけでありま

すので、それだけに保護者や市民の方から、私が質

問した以外にもさまざまなご意見・ご要望、いろい

ろ伺っておりますが、もう詳細については申し上げ

ませんけども、これからも小中一貫のあり方につい

て検討を進めていくものと思われますので、広範な

市民の声も参考にしていただいて進めていただくこ

とを要望して、私の質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  一般質問を続けます。 

９番、明石光子君。 

○９番（明石光子君）  ９番、明石光子でございま

す。通告に基づき一般質問を行います。 

 初めに健康増進事業についてお尋ねをいたします。 

 市長は地域活力の根幹は人であることから、人口

３万人構想を掲げ、市民の健康づくりに関する施策

に積極的に取り組んでおられます。それらは従来か

ら実施している特定健診やがん検診の受診率向上や

予防接種の充実に加え、他市とも連携しながら市民

総参加の運動推進のきっかけとなっている５月のチャ

レンジデーや１０月の豊後高田市版チャレンジデー

の開催、また地域で取り組むラジオ体操やウオーキ

ングの推進、ほかにも出張型健康づくり教室、花い

ろやプラチナ支所で行う運動教室の開催等々で、近

年では市民の皆様の健康づくりに対する意識が大き

く変わってきたと感じております。 

 昨年１２月には、「健康なまちづくりの実現に向け

て」と題して「スマートウェルネスシティー構想」

を提唱する筑波大学の久野譜也教授による講演会も

開催をされました。講演の中で、久野教授は、今後

２０年における日本はどの国も経験したことのない

少子高齢化が確実に到来し、地域活力の低下及び社

会保障コストの増加は避けられず、これらを回避す

るためには中長期的な戦略を立て、実行に移すこと

が喫緊の課題であると言われておりました。また、

健康は国民の義務、健康になることは社会貢献とも

おっしゃっておられました。この言葉からしても、

何よりも私たち市民が健康であり続けることが第１

で、また、健康であることは個人にとっても社会に

とっても大変大きなメリットがある、いわゆる社会

貢献であることを強く認識させられる内容でした。

また、医療費や社会保障費の負担を次の世代に回さ

ないためにも、健康の維持は私たちの義務であるこ

とも強く感じているところでございます。 

 そこで、２点質問をいたします。 

 まず１つ目は、豊後高田市の健康なまちづくりを

推進するに当たり、平成２４年度における具体的な

方針についてと、２つ目は、市長は久野教授が提唱



３月１３日 

 - 46 - 

する「スマートウェルネスシティー構想」の市長研

修会に参加したとお聞きしていますが、この構想の

概要について及び本市がどのようにこの構想を活用

していこうとしているのかについてお伺いをいたし

ます。 

 次は、子育て支援について２点質問いたします。 

 まず１つ目は、５歳児健診の導入についてですが、

私は近年増加傾向にある発達障がいの早期発見につ

ながる５歳児健診の必要性について、議会でも再三

お訴えをしてまいりました。さきの１２月議会の答

弁では、現在実施している３歳６ヶ月健診では、軽

度発達障がいの問題に気付くことには限界があり、

発達障がい特有の問題点が表に出ないケースがある

ことなどから、５歳児健診の必要性は認めるものの、

専門医の確保や多くの関係機関との連携が必要なこ

とから、当面は現行の態勢の中で努力したいとの答

弁でございましたが、このたび子育て大分県一を目

指す永松市長のご英断により、２４年度から５歳児

健診を実施していただけることになり、対象となる

子供たちの保護者にとりましては我が子の心身の発

達状況を知ることはもちろんのこと、就学に向けて

の対応がより的確に運ぶものと感謝をいたしている

ところでございます。 

 ５歳児健診は、年中児を対象に全員参加を意図し

た健康審査です。現行の３歳児健診では、高機能広

汎性発達障がい、いわゆる自閉症や社会性、人との

コミュニケーションがとれないといった障がいに加

え、授業に集中できず勝手に席を離れ衝動的な行動

をとる注意欠陥・多動性障がい、学習障がいなどの

軽度発達障がいについては、次のような点から捕捉

が難しいと言われております。１つ目は言葉や発達

の遅れを中心とした現在の健診の指針では、発達の

偏りについて評価が難しいということ、２つ目は３

歳ではまだ個人差が大きく、発達経路の中の問題で

あるのか、障がいから来るものなのか鑑別が難しい

ということ、３つ目には個別で面接している時には

問題があらわれにくく、集団参加の際に問題が明ら

かになるケースが多いということ、４つ目には、３

歳児健診の後、間もなく幼稚園に上がり、保健領域

でのフォローが中断となってしまうケースが多いと

いうこと、５つ目には、特に受動型の広汎性発達障

がいや注意集中の問題が主である注意欠陥・多動性

障がい、学習障がいなどは３歳児健診の時点では特

徴が見えにくいということ、以上のような点から、

大分大学医学部小児科、神経小児科の泉先生も５歳

児健診の重要性を訴えておられます。 

 本市においては、津久見、竹田の２市に続き、今

回実施をしていただけることになり、子育て支援策

がまた一歩前進するものと期待をしているところで

ございます。５歳児健診を導入することで、発達障

がいの早期発見につながれば、就学までの間に療育

や保護者への指導、特別支援教育への円滑な移行を

行うこともでき、軽度発達障がいを持つ子供たちの

その後の改善に結びつくものと思われます。 

 そこで、健診により異常が発見された後にどのよ

うな対応をしていくのかも含めたシステムが必要だ

と思われますので、今後の５歳児健診のスケジュー

ルとシステムについてお尋ねをいたします。 

 次は、小児科医対策についての質問です。 

 本市では、現在、毎週火曜日と毎月第３土曜日に

大分大学から小児科の先生が高田中央病院へ外来診

療に来ていただいております。３年前の平成２１年

３月、唯一の小児科医院が閉院となった事態を受け

て、早速、市長は医師会や県関係機関に働きかけ、

１年後の平成２２年に現在の医師派遣が実現をした

わけで、子供を持つ家庭はもとより、市民にとって

も１つの安心につながったものと思っております。

しかしながら、週１回の診療ではなかなか完治でき

ないことから、せめて週２回の診療ができないかと

の声があります。 

 全国的な小児科医師不足が問題視される中で、県

は、大分県下を１０ブロックに分けて小児科医の配

置を検討していますが、豊後高田市は宇佐市と同じ

ブロック内に位置しています。ご案内のとおり、宇

佐市には佐藤病院があり、常勤の小児科の先生が３

人いますので、ブロックで考えますと優先順位が低

くなります。そういった中で、週１日を２日に延ば

すのは大変に至難のわざと思いますが、子供を抱え

ている保護者にとっては喫緊の課題であります。今

後の小児科医対策について市長の見解をお聞かせく

ださい。 

 以上で、初めの質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それでは、私からはまず、

健康増進事業についてお答えをいたします。 

 最初に、「スマートウェルネスシティー構想」の概

要についてご説明申し上げます。 

 この構想は、平成２１年に提唱者であります筑波

大学久野先生が中心になりまして、全国で８市の市

長と大学の研究者等が参加して、「スマートウェルネ
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スシティー構想市長研究会」を立ち上げました。当

該研究会のテーマが、健康になれるまちづくりとし

て、民間企業や大学等の研究成果や、各自治体の取

り組みを、事例を持ち寄りまして議論されているの

が「スマートウェルネスシティー構想」でございま

す。 

 この８市につきましては、現在スマートウェルネ

スシティー特区を国から指定を受けまして、今、活

躍しているところでございます。市長研究会は、現

在、１９市の市長が参加し、私も昨年の９月に、本

市の健康寿命の延伸と国保医療費の抑制・削減に向

けた取り組みのヒントを見出したく入会をさせてい

ただきました。 

 この研究会の目的は、「市民一人一人が健康かつ生

きがいを持ち安心・安全な豊かな生活を営むことが

できることをこれからのまちづくりの政策の中核と

してとらえ、市民だれもが参加し、生活習慣病予防

及び寝たきり予防を可能とするまちづくりを参加自

治体が連携して構築する」ということをうたわれて

おります。言いかえますと、車に過度に頼らざるを

得なくなっている生活スタイルやまちのあり方を根

本から見直して、歩くことを基本とした自立的な生

活様式へ誘導を図ること、地域住民の健康を確保し

ていこうということでございます。 

 次に、この「スマートウェルネスシティー構想」

をいかに活用していくかというご質問についてお答

えいたします。 

 ご案内のように本市の中心市街地は、２期目の活

性化基本計画の認定を国に申請中でございます。こ

の目標の１つに、１期計画で健康とご利益というこ

とをキーワードに取り組みを進めました玉津プラチ

ナ通りの「高齢者が楽しいまちづくり」の進化を掲

げております。 

その具体的な内容といたしましては、玉津プラチ

ナ通りをわくわく感を持って楽しく集い、だれもが

歩いてみたい空間へと整備するべく、市道の段差解

消や側溝整備等によるバリアフリー化はもとより、

縁台とかベンチとか、そういうふうな憩いの空間を

設置したり、プラチナ通りを紹介するような魅力的

な看板整備をしたり、そういうことで視覚的、聴覚

的にも遊び心をあわせ持つような美的景観となるよ

う、なかなか難しいことではありますが、これを目

標、目指してまいりたいと思ってます。 

また、桂川沿いの歩道を障害物のない、歩いてみ

たい歩道としてリニューアルいたしまして、その延

長線にある現在の市役所スペースを高齢者の健康づ

くりを目的とした公園として検討してまいりたいと、

そう思っているところであります。 

 このような玉津プラチナ通り一帯の高齢者が楽し

いまちづくりにスマートウェルネスシティー構想を

注入していこうというのが私の基本的な考えでござ

いまして、このプラチナ通りをモデルとしながら、

市全体に取り組みを広げていきたいと、そういうふ

うに考えているところでございます。 

 続きまして、小児科医対策についてお答えします。 

 議員ご指摘のように平成２１年３月末で唯一の小

児科医が閉院をしまして、もう本当にびっくりいた

しました。医師会長と協議をしながら、早速大分大

学や県に陳情に行ったわけでございます。おかげさ

まで県も、それからまた大分大学の泉教授も私ども

の気持ちを酌んでいただきまして、昨年の４月から

は、毎週、週１回ではありましたけども、毎週火曜

日とそれから毎月の第３土曜日に大分大学の小児科

の医師が来ていただくというふうになりました。 

 しかしながら、週１回ではどうにもならんという

ことで、いろんなお願いもしてまいりましたし、そ

してまた大分大学の市民公開講座において、泉教授

やそれから是松教授にも来ていただきまして講演も

してもらうと、そういうこともいたしまして、いか

に我々が熱心かということをお示ししたところでご

ざいます。そういう結果、ありがたいことに本年４

月より火曜日と土曜日の週２回の外来診療を実施し

ていただけると、そういう運びになりました。これ

で１つ、来年常勤というのが目に見えてきたのかな

というような、これはうがった考えではございます

けども、できればそうなってもらいたいということ

で、これからも皆さん方のお力をかりながら、また

医師会と協力をしながら、大分大学、そしてまた県

に働きかけていきたいと思っているところでござい

ます。どちらにしましても、子供を産んでもらおう

とするには小児科医がいなければどうにもなりませ

ん。できるだけ積極的にやっていきたいと思ってい

るところでございます。 

 その他の質問につきましては、担当課長に答弁さ

せます。よろしくお願いします。 

○議長（河野正春君）  子育て・健康推進課長、甲

斐智光君。 

○子育て・健康推進課長（甲斐智光君）  本市の健

康なまちづくりを推進するに当たり、２４年度にお

ける具体的な方針についてお答えいたします。 
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 先ほど市長が申し上げましたように、全国と比較

した場合、本市の健康寿命は短く、１人当たりの国

保医療費が高いのが現状でございます。 

 健康で楽しく、そして長生きしていただき、医療

費の負担を軽減させるため、先ほど議員からご紹介

していただいた既存事業を今後とも実施し、健康づ

くり意識の向上に取り組んまいりたいと思っており

ます。 

 また、２４年度は「スマートウェルネス豊後高田

実現事業」と題し、ｅ-ウェルネスシステムを活用し

た運動教室と健康マイレージ事業の２つの事業を新

たに実施することとしております。 

 まず、ｅ-ウェルネスシステムを活用した運動教室

でございますが、これは筑波大学の研究成果に基づ

き開発された科学的根拠に基づく運動教室のことを

言います。具体的には、高性能な歩数計と体組成計

を活用し、エアロバイクや筋力トレーニングを行い

ながら、生活習慣病や介護予防に取り組んでいく運

動教室でございます。教室参加者の募集に当たりま

しては、特定保健指導との連携により、メタボ該当

者や予備軍の方々を中心に幅広く誘導していきたい

と思っております。何より成果の確認された科学的

根拠に基づく運動プログラムを個人個人の体力、健

康状況に応じて提供できるというＩＴを活用したシ

ステムでございますので、効率的な運動教室を実施

することができ、これまで以上の効果が期待できる

ものと思っております。 

 次に、健康マイレージ事業でございます。この事

業は、市が実施する健康ウォークや、チャレンジウォー

キング等へのご参加、地域で取り組むラジオ体操へ

のご参加、特定健診やがん検診などの受診などに対

しポイントを交付させていただきます。年間を通じ

てためたポイントの上位１００人を報奨させていた

だく事業でございます。 

 久野教授の調査によりますと、全国どこの地域を

見ても何らかの健康づくりに取り組んでいる方が約

３割、残りの７割のうち、ほとんどの方は今後も取

り組む意思のないいわゆる無関心な方々という傾向

があるようです。なお、この傾向にある方々は、他

と比較して健康度が低いという分析結果も出ている

ようでございます。言いかえれば、３割の方は常に

自発的な健康づくりに取り組んでおられ、残りの７

割の方は、健康づくりはもとより、耳よりな情報を

受け入れ、行動を起こしていただいていないという

ことではないでしょうか。「スマートウェルネスシ

ティー構想」の最終的なゴールイメージは、この方々

の健康度をいかに上げていくかということであり、

また、私どもが行う健康増進事業の大きな課題であ

ると認識してございます。今回企画いたしました健

康マイレージ事業は、ご自身の健康づくりのため、

運動されていない７割の方々にも、お得な健康づく

りといった観点からぜひ関心を持っていただき、今

後の運動の習慣化につなげていただきたいという目

的で実施する事業でございます。 

 平成２４年度につきましては、以上のような施策

を推進し、健康意識向上へのアプローチ、そして医

療費や介護費の抑制、削減に向けた取り組みを一層

図ってまいりたいと思っております。 

 次に、５歳児健診の導入についてお答えします。 

 市では、子供の健やかな成長発達を支援するため、

各種母子保健事業に取り組んでおり、幼児期におい

ては１歳６ヶ月児健診、３歳６ヶ月児健診を実施し

ております。 

 今回、軽度発達障がいの早期発見を目的とした５

歳児健診を新たに実施することとなりました。議員

ご案内のように注意欠陥・多動性障がいや学習障が

いに代表される発達障がいは３歳６ヶ月児健診の時

点では、発達の個人差によるものか、障がいから来

るものなのか、判断が難しいケースもありましたが、

５歳児健診の実施により専門医の診察のもと、きち

んとした指標でスクリーニングを行うことができ、

支援を必要とする子供とその保護者への適切な支援

を行うことができるようになると考えています。 

この５歳児健診は、すべての年中児を対象として

実施しますので、発達面はもちろんのこと、子供の

育ち全般を見ることで、就学に向けてスムーズな支

援を行う場としての側面を持ち、福祉・教育などの

関係機関とも連携をとりながら実施していきます。 

幸い大分県のほうでも、新年度より発達障がいと

心のネットワーク推進事業に取り組み、市町村が５

歳児健診などの発達障がい早期スクリーニングを実

施する場合、大分大学医学部より専門医を派遣させ

ていただけると伺っております。当市にいたしまし

ても、積極的にこの事業を活用し、療育的な支援が

必要な子供はもとより、市内にお住まいのすべての

子供がスムーズに就学を迎えられることを目指して

いきたいと考えております。 

 なお、５歳児健診の詳細な日程につきましては現

在調整中でございます。また、５歳児健診で支援が

必要と判断された場合は、保護者の方のご意向を踏
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まえ、関係機関と連携をとりながら精密健診受診を

促し、必要に応じて療育機関へつなげるなど、子供

さん一人一人に応じたきめ細やかな支援を行ってい

くこととしておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（河野正春君）  ９番、明石光子君。 

○９番（明石光子君）  ただいま、健康なまちづく

り事業について大変詳しくご答弁をいただきました。

特に本年から新たな取り組みとして「スマートウェ

ルネスシティー構想」の活用については、「健康とご

利益」をキーワードに、まずは玉津プラチナ通り一

帯を高齢者が楽しいまちづくりとして整備し、これ

をモデルとして、この取り組みを市全体に広げてい

きたいというお考えに大いに期待をしているところ

でございます。 

 健康なまち豊後高田の実現に向け、市民一人一人

が、今、自分がやれることを楽しみながら健康づく

りへ挑戦できたらいいのかなと改めて思った次第で

ございます。 

 それから、高田中央病院への医師派遣については、

４月から火曜日と土曜日の週２回の外来診療を実施

していただけるということで、大変にありがたく思っ

ております。５歳児健診の導入とあわせて、子育て

環境がさらに整ったと感謝をいたします。 

 最後に来年度以降の小児科医常駐体制の実現を要

望いたしまして、質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（河野正春君）  しばらく休憩します。なお、

午後１時に再開します。 

午前１１時５５分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（河野正春君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を続けます。 

１０番、土谷力君。 

○１０番（土谷 力君）  １０番、土谷力でござい

ます。通告に基づいて一般質問を行います。 

 まず、地域防災計画についてお尋ねいたします。 

 昨年の３月１１日午後２時４６分に東日本で大震

災が起こりました。死者が１万５，８５４人、行方

不明者が３，１５５人、いまだ仮設住宅で３４万人

の方が暮らしております。国内で未曾有と言われる

マグニチュード９、そういう大地震でした。これは、

海溝型の大地震なんで、豊後高田市においても他人

事ではなく、東南海、南海、これも海溝型の大地震

の要素を持っておりますし、海溝型の場合は周期性

を持っております。一番大きく起こったのがやっぱ

り宝永の大地震だと思います。 

 そういうことを踏まえて、豊後高田市も大分県が

防災計画を見直し、豊後高田市も危機管理として当

然市民の財産、生命を守るために防災計画を今、前

年度から見直して、つくり直しております。この進

捗状況について、どういう状況になってるかお尋ね

いたします。 

 それから、大規模地震で、この前、先日でしたか、

国土交通省が出した調査でも大分港ぐらいまでに２

メーターぐらいのがくるというような指針も出てお

りますし、やはり大規模地震の津波の発生に対して

どういうような避難経路や標識等の準備をしてるの

か、予算の中には２項目、こういう予算をとってお

るようでございますが、その点についてどういうふ

うな方向でやっていくのかお尋ねします。  

 ２番目は、一番津波が起きて、災害が起きて一番

活躍したのはやはり地域の防災消防団の方々、地域

の自主防災組織活動を活性化していくことが大変重

要なことだと思っておりますし、大分県においても

その中心になる防災士を育成したいということで、

３，０００人大分県下で防災士を養成するというこ

とでやっておりますが、この人材確保のための防災

士を養成するこの問題について、本市としてどうい

う取り組みをしておるか、それをお尋ねします。 

 それから３番目は、地震による老朽ため池の決壊

を防止する、この問題ですが、大きな老朽ため池等々

については国庫補助が出ます。国庫補助が出ない小

さなため池で地震の時に危ない、そういうため池は

市内にどのくらいあるのか、そしてそれに対してど

ういう対応をしているのか、この小さなため池につ

いて、国庫補助が出ないため池については県が単費

で修繕していきたい、改修していきたいということ

でやっておりますので、こういう事業に本市はどう

いう対応をしていってるのかお尋ねします。 

 それから、災害時の福祉避難所の取り扱いでござ

いますけれども、市長にお願いしたところ、市内４ヶ

所つくっていただきました。そして、福祉避難所は

２次的な避難所なんです。そして、本来４ヶ所でい

いのかっていうことも、先日の１周年記念の特番の

中で、やはり障がい者がいかに通常の避難所の中で

苦労して、大変な目に遭ったかということをやって

おりますし、１年たっていまだ通常の避難所での出

来事が尾を引いている、そういう状況にあります。
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だから、今、４つ決められた福祉避難所の活用方法

はどうなってるのか。 

 それから、この中では、発生日から７日以内しか

福祉避難所におれないっていうような状況になって

おりますけども、実際は７日間では恐らくどうしよ

うもないだろうと、最近まで避難所におられて、仮

設住宅に移った方もいますから、そういうことを考

えたら、避難所っていうのは仮設住居なり施設がで

きるまで、入れるようなのができるまでのっていう

ことになると、７日間や１０日間で出れるような状

況やないと思います。この問題もどう考えてるのか

お伺いをしておきます。 

 ２番目は鳥獣被害対策についてであります。 

 イノシシの被害、これは先ほどからやってる小規

模集落についてはもろに被っております。イノシシ、

シカの被害っていうのは、一番小規模になってる部

落が被害を受けております。このシカやイノシシの

被害に対して、農作物の被害の減少をどういうふう

に高田市はやってるのか、それを今までやってるの

と対策と対応、これについてお伺いをいたします。 

 ３番目の小規模集落の対策についてですが、同僚

議員の近藤議員が質問をされましたので、私は小規

模集落の里のくらし事業、大分県がやっております

里のくらし事業の内容、中黒土で行われているおべ

ん柿の事業に対する支援になってると思うんですけ

ど、この状況と今後の対応、この里のくらし支援事

業の中には、生活道路の維持や高齢者の見守り活動

などが本来なら入っております。県もかなりの予算

をつけておりますので、当然、黒土のおべん柿も継

続してやっていただきたいんですけども、生活道路

とか、小規模部落の生活道路の維持をどうするかっ

ていうことにもこの財源は使えるようなので、考え

ていただければありがたいなと思っております。 

 その後の地域給水施設、この事業については下げ

させていただきます。近藤議員と同じ質問になりま

したので、下げさせていただきます。 

 農業問題についてですけども、これももしかした

ら定住対策の１つではと思われますが、農業従事者

の高齢化が進んでおりまして、７０歳に届かんとい

う人たちが農業従事者になっております。そこで、

新規農業者の人材確保、この問題につきましては、

本市も数年前から取り組んでおりますし、大分県で

も５年間で１，０００人、そして就農された方には

４５歳までですけども、１年間に１５０万円、とり

あえず百何人の予算を組んでいるようでございます。

豊後高田市では、新規農業の人材確保に向けてどう

いうふうに取り組まれているのか、過去５年間の状

況と、取り組みについての説明を願います。 

 ２番目は葉たばこなんですけども、今、たばこを

吸う人が少なくなりました。東京に行ってもホーム

の中では吸うことができないし、駅の周りで吸って

たら３，０００円の罰金ということで、葉たばこ生

産者が転業しております。それを円滑に転作する必

要があると思いますが、大分県下または豊後高田市

で転作状況にある農家はどのくらいなのか、市内で

転作の状況はどうなっているのかお伺いします。 

 ＴＰＰの問題もありますし、３番目なんですけど

も、集落営農事業の新しい取り組み、要するに農業

の足腰を強くするために、農業、集落営農法人の経

営強化が必要なんですが、市内に農業法人等、こう

いう水田中心で結構なんですけども、こういう取り

組みをなさっておる法人、またはどういう取り組み

をしてるのか、これをお尋ねします。 

 ５番目は、雇用の創出でございます。 

 リーマンショックに見られるように大変な不況を

ずっと抱えております。円高は７０円からちょっと

８２円ぐらいに上がってきてるとは言いながら、３

年ぐらい前、東京に行った時には１００円切ったら

日本の経済は危ないぞと、そういうふうに言われま

した。８２円だって円高なんです。だから、雇用は

大変冬の時代です。大正デモクラシーの時代に、恐

らく、学校は出たけれども就職がない、それと同じ

ような状況が、今、日本国内には起きております。

学校は出たけれども、働く場所がない、そういう状

況が続いておりますので、ぜひ雇用の創出、お願い

したいと思います。どういう状況にこの対策、緊急

雇用創出事業の取り組みについて、お尋ねいたしま

す。 

 ６番目は、教育問題でございます。 

 いじめ、不登校の対策について、市内においてい

じめや不登校がないと思ってたら、いろんな相談が

来ます。いじめを受ける人も、やはり厳しい。不登

校の人たちも、やはり家族全体が厳しい。 

 そこで、お伺いします。本市において、いじめ、

不登校はどのくらいいて、それに対してどういう対

応をしてるのか。とりあえず、その２点についてお

尋ねをしておきます。 

 その次は、教育の問題の中で、学校、家庭、地域

が連携して児童生徒を育てていく、地域全体で教育

をしていくっていうことが教育力になっております。
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その向上を目指していただきたい。ボランティアに

よる読み聞かせとか、下校時の交通安全のための、

立って指導するとか、そういうこともあろうかと思

います。でも大変、地域ぐるみ、家庭、地域、学校

で豊後高田市は教育をはぐくんできた、こういうこ

とも私はよく承知しております。 

 しかし、１項目で述べたように、いじめ、不登校

はまだなくなっていません。これはやっぱり地域、

家庭、学校そういう全体で見守っていかないとだめ

だろうと思います。この事業には、地域、学校、家

庭、この連絡を密にしてやっていかなければいけな

いと思いますが、この取り組みについてどういう考

えを持っているのかお伺いします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  私のほうからは、地域防災

計画に係るご質問のうちの防災計画の進捗状況につ

いてお答えをいたします。 

 現在、国の中央防災会議におきまして、防災基本

計画の見直しを行ってるところでありますが、まだ

その結論は出されておりません。 

 一方で、大分県におきましては、国の防災基本計

画の見直しの結果を待たずに地域防災計画の見直し

に着手をいたしております。そして、県独自で暫定

的な津波想定を行いながら見直しに係るさまざまな

検討を行っております。 

 東日本大震災を受けて、本市におけるこれまでの

津波対策といたしましては、津波被害のおそれが生

じた際に、まずは安全な場所に避難して生命を守る

ことを第一と考えております。県において出されま

した津波の暫定想定であります現行規定値の２倍と

いう想定により、海抜１０メーターを基本に、１０

メーターが遠い場合には６メーター以上の場所とし

て、市の指定避難所または避難場所の見直しや、沿

岸部の自治会における津波緊急避難場所の設定を

行ってまいりました。また、市内の中心部にありま

す高層ビルの所有者にご理解をいただいて、ご協力

をお願いしまして、津波避難ビルの指定も行ってま

いりました。加えまして、県の補助事業などを活用

しまして、本年度、避難所に発電機や投光器等の資

機材や、真玉、香々地地域の消防団に、初動の救助

用の工具の整備を始めとして、沿岸部の既存屋外拡

声器に対しまして、沿岸部に向けた拡声器の増設を

行うとともに、海抜表示板や避難所表示板の設置、

避難路の整備に取り組んでまいりました。 

 議員ご質問の本市の地域防災計画の見直し状況で

ございますが、昨年末に県の地域防災計画本文の素

案が示されたところであります。市の計画は県の計

画との整合性を図る必要がありますことから、示さ

れました県の計画の素案をもとにしながら、現在、

本市の計画のたたき台となる素案の作成を行ってお

ります。本年度末をめどに素案の作成を行ってまい

りたいと考えているところでございます。 

 その後、作成した市の計画素案をもとに、ご意見

をいただくなど、さらに検討を行います。最終的に

は、今後国から出されます防災基本計画を見直し、

結果やそれに伴う県計画のすり合わせ結果を踏まえ、

これらとも整合性を図りながら、現時点では５月末

ごろを目指して豊後高田市防災会議を開催しながら、

計画の見直しを行ってまいりたいと考えております。 

 その他の質問につきましては、教育長及び担当課

長に答弁させますので、よろしくお願いします。 

○議長（河野正春君）  教育長、河野潔君。 

○教育長（河野 潔君）  土谷議員の教育問題につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 まず、本市におけるいじめや不登校の現状と対策

についてでございますが、今年度、いじめの認知件

数につきましては、１４件でございます。そして、

不登校児童生徒につきましては、９名となっており

ます。いじめにつきましては、現時点では解消して

いるものと認識をしております。また、不登校児童

生徒につきましては、約半数が学校復帰を果たして

おります。 

 また、議員先ほどご指摘のように、近年不登校な

どの要因や背景というのが、大変複雑多岐になって

おるわけであります。そこで、専門家である教育相

談員やスクールカウンセラー等を配置し、中津児童

相談所などの関係機関を始め、適応指導教室や教育

相談室などと連携した相談体制づくりを進めて解決

を図っておるところでございます。 

 次に、地域教育力向上支援事業の取り組みについ

てお答えをいたします。 

 本市におきましては、学校教育の活動支援といた

しまして、平成２０年度から学校支援地域本部をす

べての中学校区に設置し、地域の方々に学習支援や

部活動の指導、登下校の安全確保等に対して支援を

いただいているところでございます。 

 また、放課後や休日における子供の活動の支援に

つきましては、平成１４年度から「学びの２１世紀

塾」の事業を実施しており、多くの方々がボランティ
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ア講師やサポーターとしてご支援をいただいている

ところでございます。教育ネットワークが構築され、

知識や経験豊富な地域の方々がさまざまな活動の場

で、ボランティア講師や学習サポーターとして支援

していただくことは、学力の向上はもとより、地域

の方々と子供たちとのコミュニケーションの向上が

図られるとともに、子供としっかり向き合う時間の

確保にもつながると考えておるところでございます。 

 今後も引き続き、県の地域教育力向上支援事業を

活用しながら、さらに学校、家庭、地域との連携を

深め、教育のまちにふさわしい子供の教育の充実を

目指してまいりたいと考えておりますので、何とぞ

ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  総務課長、桒原茂彦君。 

○市参事兼総務課長（桒原茂彦君）  地域防災計画

の進捗状況のうち、避難所等の見直し状況等につい

てお答えをいたします。 

 先ほど市長からご答弁申し上げましたとおり、海

抜１０メートルを基本としながら、６メーター以上

を基準として、市の指定避難所、避難場所の見直し

を行っております。 

 なお、その見直しに当たりましては、避難の際に

市民の皆様の混乱を招かないよう、風水害時と地震・

津波時の避難所等とは同一の場所とすることを前提

といたしております。また、現在の指定避難所、避

難場所の中で、海抜が基準より低いところにあるも

の、また、避難所では耐震基準を満たしていないも

のにつきましては、基本的に避難所、避難場所から

外していく一方、新たに高台の場所を避難場所とし

て設定するなど、特に津波に対する避難対策を考慮

しているところでございます。 

 今後、市の地域防災計画のたたき台としての素案

を作成する中で、暫定的なものとしてお示ししなが

ら、最終的には国から出される新たな地震・津波想

定や、その後に県が行う津波浸水予測調査等とも整

合性をとりながら決定してまいりたいと考えており

ます。 

 また、現計画において、既に指定避難所・避難場

所となっているもののうち、基準を満たし、引き続

き指定避難所・避難場所となるところにつきまして

は、先行して本年度中に指定避難所・避難場所の表

示板の設置を行っていくことといたしております。 

 続きまして、防災士養成の取り組みについてお答

えをいたします。   

 常日ごろから、一人一人が防災意識を持ちながら

地域で考え、実践し、災害時において地域でいち早

く安全に避難する体制を確立するとともに、地域に

おける助け合い、支え合いにより、特に地域の高齢

者や障がい者など、一番身近な地域の人たちの手で

地域の人の生命を守っていく取り組みが必要となっ

ており、その重要な役割を担っているのが地域の自

主防災組織であります。 

 こうした地域防災のかなめである自主防災組織の

活性化を目指しまして、本市ではこれまでも自主防

災組織が行う地域における防災訓練の実施や、地区

での避難所、防災資機材などの整備に対し助成を行

いながら、地域住民の防災意識の高揚と地域防災力

の向上に努めてきたところでございます。 

 しかしながら、現在の自主防災組織の状況を見ま

すと、防災に関する基本的な知識と技術等を持った

地域の防災リーダーとなるべき人材が少ないため、

地域における防災の取り組みが停滞しているところ

が多いのも課題であります。 

 こうしたことから、本市としましては、防災の知

識を備え、住民に適切な指導・助言を与えることが

できる地域の防災リーダーの育成が急務であると考

えますことから、来年度、県の補助事業を活用し、

自主防災組織による防災士の資格取得に要する経費

の助成を行い、１自主防災組織に１名以上の防災士

の確保を目指しながら、自主防災組織の活性化と地

域防災力の向上を図ってまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  農地整備課長、新田千代蔵

君。 

○農地整備課長（新田千代蔵君）  地震による老朽

ため池の決壊を防止する対策についてお答えをしま

す。 

 昨年の６月議会でもお答えしましたが、市内には

ため池が１５２ヶ所あり、そのうち改修を必要とす

るため池は、高田１７ヶ所、真玉地区３ヶ所、香々

地地区４ヶ所の計２４ヶ所となっています。 

 ため池改修につきましては、年次計画を立てなが

ら、平成２３年度に１ヶ所を施工し、平成２４年度

につきましては、１ヶ所のため池改修を予定してい

るところであります。今後、地震等も心配されてお

りますので、地元分担金のことも含め、受益者との

協議を行いながら対応してまいりたいと考えていま

す。 
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 なお、平成２３年度から緊急度の高いため池より

随時被害想定マップ等を策定し、緊急時の対応に対

処できるように努めているところであります。 

 議員ご質問の国庫補助事業の対象とならない小規

模のため池につきましては、東日本大震災の教訓を

受け、県は小規模な農業用ため池の改修及び農業用

水利施設として必要がなくなったため池の貯水機能

の廃止を行うため、県単事業として地震対策ため池

緊急整備事業を創設しました。その要件としまして

は、被害想定区域内に人家が２戸以上、かんがい受

益面積が２ヘクタール未満のため池で、総事業費が

４０万円以上となっています。県単独事業の対象と

なるため池は市内に１４ヵ所ありますが、現在まで

地元住民から改修の要望も出ておりませんが、市と

しましては現地を確認の上、必要であれば補助事業

等を活用しながら対処してまいりたいと考えていま

す。 

 また、国庫補助事業の対象ため池につきましても、

大分県土地改良事業団体連合会の点検状況をもとに、

受益者や県と協議を行いながら改修に努めてまいり

たいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（河野正春君）  福祉事務所長、野村信隆君。 

○市参事兼福祉事務所長（野村信隆君）  それでは、

災害時の福祉避難所の取り組みについてお答えいた

します。 

 災害発生時に、指定避難場所での生活が困難な高

齢者、障がいのある方などの災害時要援護者を受け

入れるため、バリアフリー等に対応した市内の福祉

施設等を２次的避難所として福祉避難所に指定する

ことといたしております。 

 現在、障がい者支援施設コスモス、特別養護老人

ホーム真寿苑、デイサービスセンター周防苑、老人

介護支援センターの４ヶ所について、災害発生時に

おける福祉避難所の設置運営に関する協定を締結し、

福祉避難所の指定を行っているところであります。 

 福祉避難所の活用につきましては、厚生労働省な

どから、福祉避難所設置運営に関するガイドライン、

災害時要援護者の避難支援ガイドラインが示されて

おり、これをもとに福祉避難所運営マニュアルを作

成したところであります。この中で、災害発生時に

指定をした福祉避難所のうち、どこを開設するかは

災害の規模、発生場所に応じて決めていくこととし

ております。また、福祉避難所は高齢者、障がいの

ある方など、指定避難所での生活において何らかの

特別な配慮を必要とする災害時要援護者が安心して

避難生活ができる態勢を整備した避難所であること

から、災害時要援護者の災害の状態や、心身の健康

状態等を考慮して、指定避難所での生活が困難と判

断した場合は、必要性の高い人から優先的にそうす

ることとなります。 

 なお、災害救助法に基づく福祉避難所の開設期間

は原則として災害の発生の日から最大限７日以内と

なっておりますが、市内全域が被害を受けたような

大災害の場合で、どうしてもこの７日間内で福祉避

難所を閉鎖することが困難な時は、事前に厚生労働

大臣へ協議し、必要最小限の期間を延長することが

できることとなっております。 

 今後、平常時を含め、福祉避難所の対応につきま

しては、福祉避難所運営マニュアルの内容を精査し

ていくとともに、関係機関などとの協議を重ねなが

ら、災害発生時に迅速かつ的確に対応できる体制整

備を図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  農林振興課長、井上晃一君。 

○市参事兼農林振興課長（井上晃一君）  鳥獣被害

対策についてのご質問にお答えをいたします。 

 本市の有害鳥獣対策につきましては、農林振興の

重点施策として、これまで捕獲及び防御の両面から、

被害防止対策に努めているところでございます。 

 鳥獣による被害の状況につきましては、イノシシ

については芋など根菜類の被害、クリやカボスなど

への被害、さらに林業関係では、シイタケほだ木の

押し倒しやタケノコの被害が多く見られます。また、

シカについては発芽したソバや野菜の食害がござい

ます。林業計画では、杉、ヒノキの皮のはぎ取り被

害や、クヌギの新芽、シイタケほだ場での食害が主

なものでございます。 

 被害防止対策についてでございますけども、捕獲

の面からは、駆除班員を動員し、捕獲頭数の増加に

努めております。駆除班員は、平成２０年度、７３

名登録しておりましたけども、現在３９名を増員し、

１１２名で捕獲活動を行っております。 

 捕獲実績は、平成２０年度、イノシシ、シカ合わ

せまして３１８頭、２２年度は同じく合わせまして

６７９頭捕獲をいたしております。今年度は、２月

末現在でイノシシ、シカ合わせまして１，７５５頭

の捕獲をいたしました。これは、前年対比２５８パー

セントとなっておりまして、捕獲頭数の増加により

まして、全体的な被害の軽減につながっているもの
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と考えております。 

 次に、防御の面でございますけども、今年度は電

気防護柵２０セット、シカ防護ネット１万７００メー

トル、金網柵は４地区で６，６００メートルを設置

をいたしまして、個人及び地域ぐるみで被害防止対

策を行っているところでございます。 

 さらに今年度は、集落の対策プロジェクトチーム

を設置いたしまして、５地区で現地研修会を開催い

たしました。平成２４年度につきましても、引き続

き集落周辺の環境整備への取り組みや被害防止対策

の計画的実施、捕獲対策の推進、自衛体制の確立及

び防護柵の維持管理の現地研修会を６ヶ所で予定を

しておるところでございます。 

 また近年、シカによるヒノキ、杉などの森林に対

する食害被害が増加の傾向にありますので、来年度

は新たにシカ専用の囲いわなの設置を考えておりま

す。これは、一度に複数の捕獲が可能ということで、

有効な手段とのことでございますので、試験的に実

施をしてまいりたいと考えております。 

 また、昨年１０月に実施をいたしました県下広域

の一斉駆除の事業効果もありましたので、引き続き

この事業に積極的に参加するとともに、特に近隣の

市とも連携を図り、広域的な捕獲対策を講じていき

たいと考えております。 

 次に、農業問題についてのご質問のうち、まず新

規農業者の人材確保対策の状況についてお答えをい

たします。 

 本市における新規就農状況についてでございます

けれども、過去５年間で２７名の方が新たに農業を

始めております。その内訳といたしましては、農業

大学校など、新規学卒の後継者が１名、定年などの

帰農者が１１名、新規参入者が８名、農業生産法人

への就労者が７名となっております。２７名のうち、

現在も農業を続けている方は２５名で、定着率とい

たしましては９２．６パーセントとなっております。

離農した２名の方につきましては、法人就労者の方々

で、離農の主たる要因としては労働条件や雇用条件

が合わなかったことが一因に挙げられます。 

 本市における新規農業者確保に向けた今後の取り

組みにつきましては、市外、県外の就農希望者に対

しまして、本市での就農を積極的にＰＲするととも

に、就労希望者がスムーズに就農できる環境整備を

進めていくこととしております。 

 具体的に申しますと、研修受け入れ農家や生産部

会等と連携した研修受け入れ体制を充実させること

や、研修受け入れ農家、指導農業士、生産部会及び

関係機関が連携をいたしまして、新規就農者を産地

の担い手として育成していく体制を整備することと

しております。さらに、農地バンクと空き家バンク

をリンクをいたしまして、生産基盤と移住を一体的

に支援することで、新規事業による定住を進めてま

いります。 

 また、国、県の新規農業者に対する支援制度につ

きましても、新規農業者が活用できるよう積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、葉たばこの廃作農家対策についてお答えを

いたします。 

 昨年、日本たばこ産業株式会社が実施をいたしま

した葉たばこの廃作農家募集によりまして、県下で

は農家１４９戸、面積で２５３ヘクタールが廃作と

なっております。 

 本市におきましても、干拓地域の農地を中心に、

たばこ耕作農家７戸で１７ヘクタールの廃作面積と

なっているところでございます。 

 これらの状況が判明する中で、関係機関との対策

会議を実施をいたしますとともに、廃作農家への個

別面談や聞き取りにより実態の把握に努めてきたと

ころでございます。 

 各農家の今後の対策につきましては、干拓地域の

農地を持つ農家につきましては、シロネギへの品目

転換が進んでおりますし、中間地域で葉たばこをつ

くられていた農家におきましては、米、麦の生産拡

大、それからサトイモの生産拡大、さらには集落営

農組織での活動や、各農家において経営の安定化と

農地の有効利用が図れることとなっております。 

 今後につきましても、経営相談や状況把握を行い

ながら、重点的に技術指導や経営支援を行ってまい

りたいと考えております。 

 次に、集落営農の取り組みについてお答えをいた

します。 

 本市の水田農業の中心的担い手である集落営農組

織につきましては、現在までに農業生産法人１２組

織、任意組織２３組織が育成され、それぞれの作物

ごとに低コスト化や生産性の向上に取り組んできま

した。 

 また、地域の集落営農組織への農地集積は、平成

２１年度の２４７ヘクタールから平成２３年度では

２９１ヘクタールと拡大をしております。面積集積

や大型機械導入によるコスト低減と生産性の拡大を

図ってきました。さらには、米、麦、大豆、飼料作
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物等や、本市が推進しておりますソバの戦略作物へ

の支援策として平成２３年度から本格スタートいた

しました農業者戸別所得補償制度を活用いたしまし

て、農業者や集落営農組織の経営安定に努めている

ところでございます。 

 平成２４年度は、２つの生産法人組織が、集落に

後継者が残って持続的な組織への移行をさせるため

に、経営発展チャレンジ計画を策定し、新規品目の

導入や経営規模の拡大を進めることとしております。 

 今後も、県や関係機関と連携をいたしまして、国・

県事業の積極的な活用によりまして、集落営農組織

の育成並びに法人化による組織の経営安定発展に推

進してまいりたいと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  企画政策課長、宮崎敦夫君。 

○市参事兼企画政策課長（宮崎敦夫君）  小規模集

落の対策についてお答えをいたします。 

 議員ご質問の大分県小規模集落里のくらし支援事

業でございますが、地域住民や各種団体などが、中

山間地域など条件不利地域の小規模集落での生活を

守るために行う長期的に機能する仕組みづくりなど、

集落の存続や活性化につながるモデル的な取り組み

に要する経費に対しまして、大分県が６０万円を上

限に全体の５分の３、市がその５分の１以上を補助

する事業でございます。 

 平成２３年度の実施状況につきましては、議員ご

案内のとおり、中黒土集落におきまして、おべん柿

の収穫及び販売体制の整備に対する事業を実施いた

しました。事業内容といたしましては、管理・収穫

体制の整備として動力噴霧器や収穫用コンテナなど

の導入、保存体制の整備といたしまして保冷庫やシー

ル機の導入、加工体制の整備といたしまして乾燥庫

の導入を行っております。総事業費は１０８万５，

０５０円でございまして、県から６０万円、市から

４０万円の補助で実施をいたしております。地域の

高齢化により事業の実施が困難になるおそれがある

等の問題点はございますけれども、本事業によりま

して、地域の活性化はもとより、地域資源でもある

おべん柿を活用した特産品づくりの継続的な取り組

みが可能となりまして、新たなアイディア商品の開

発なども期待しているところでございます。 

 平成２４年度につきましても、当初予算に２３年

度と同額の１００万円を計上させていただいており

ますので、２４年度におきましても、小規模集落で

の生活を守るため、長期的に機能する仕組みづくり

など、集落の存続や活性化につながる事業につきま

して支援をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  商工観光課長、佐藤之則君。 

○商工観光課長（佐藤之則君）  雇用創出について

お答えいたします。 

 本市では、平成２１年度から２３年度まで、国の

緊急雇用関連事業を活用し、各分野で雇用対策に積

極的に取り組んでまいりました。各課が創意工夫の

もと、多くの事業に取り組んでいただきまして、３ヵ

年度で１７８事業、事業費７億４，１８４万円、６

４１名の雇用となっております。事業終了後は、委

託先に継続雇用されているほか、雇用された人が就

業期間中にパソコンなど一定のスキルを身につけ、

今後の継続雇用に活かされてる方もあります。 

 課題としましては、雇用期間が１年間と、あくま

で臨時的な雇用であること、また、人がかわること

で事業がやりづらいといった面もございます。 

 今後につきましては、平成２４年度から震災や円

高等の影響による失業者対策として、国の震災等緊

急雇用対応事業が創設され、この事業も１００パー

セント国の支援をいただけることから、市でも積極

的に活用すべく、県に事業計画を提出しておるとこ

ろでございます。 

 具体的には、豊後高田市の情報番組を制作する地

域魅力情報発信事業や誘客イベント創出事業など１

８事業を予定しております。また、平成２３年度か

ら継続実施の重点分野雇用創造事業としまして、昭

和の町展示館で企画展を行う昭和の町魅力アップ推

進事業など３事業を予定しておるところでございま

す。全体では２１事業、約１億８，２６４万円、新

規雇用者６０名の計画でございます。 

 これらの事業によりまして、雇用対策はもちろん

ですが、まちづくり、商業や農業等の産業面、福祉、

教育などさまざまな観点から、豊後高田市全体の活

性化に取り組んでまいりたいと考えておるところで

あります。 

 以上です。 

○議長（河野正春君）  １０番、土谷力君。 

○１０番（土谷 力君）  立派な回答だったんで、

１件だけ再質問させていただきます。 

 鳥獣対策で、イノシシとシカの、びっくりしたん

ですけど２５８パーセントの実績が上がってるとい

うことなんですけども、基本的にはやっぱり捕獲が

必要なんで、来年度どのくらいを予定して、シカを
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捕獲する頭数になってるのか、これだけお伺いしま

す。 

 終わります。 

○議長（河野正春君）  農林振興課長、井上晃一君。 

○市参事兼農林振興課長（井上晃一君）  鳥獣被害

対策の再質問にお答えをいたします。 

 来年、平成２４年度のイノシシ、シカの捕獲頭数

の見込みについてということでございますけども、

一応、今年度の実績も踏まえまして、来年度はイノ

シシで１，４００頭、それからシカで１，１００頭

合わせて２，５００頭ということで見込んでおると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  １０番、土谷力君。 

○１０番（土谷 力君）  終わります。 

○議長（河野正春君）  一般質問を続けます。 

１５番、川原直記君。 

○１５番（川原直記君）  新友会の川原直記でござ

います。今回、武道必修化について５項目ほどお聞

きしたいと思っております。 

 本年４月から中学校の１、２年生で体育の授業で

武道必修化が義務づけられました。原則として、柔

道、剣道、相撲が県内では６割ほどの学校で柔道を

選択すると見られています。 

 特に柔道で、昨年までの２８年間に、中学、高校

で１１４人の方が命を落とし、２７５人の方が重度

の障がいを負っています。部活動中の事故がほとん

ではありますが、本年４月よりの授業必修化を控え

て、保護者や医師からの不安の声が上がっています。 

東海・北陸の７県の中学校で、昨年度に起きた事故

を分析すると頭や首を負傷する割合は、授業中が部

活中の２．４倍だった事例も報告されています。柔

道が危ないのではなく、医学的見地を欠いた経験の

少ない指導と、事故が起きても原因究明がなされず、

再発防止対策もとらない環境こそが問題であり、市

民が納得できる安全確保の構築をしなければならな

いと思ってます。 

 そこで、武道必修化についてお尋ねします。 

 まず第１に目的について、２番目に市内、県内の

今後の取り組み状況について、３番目、中学校にお

ける部活や体育授業の事故例について、４番目、指

導者の有無及び研修について、５番目、安全対策と

加速損傷、特にこれは、簡単に申しますと、体の動

きに脳がついていけないということで脳に損傷を起

こすというような事故例らしいです。それについて

お答えをいただきたいと思っております。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  教育長、河野潔君。 

○教育長（河野 潔君）  川原議員の武道必修化に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 中学校における武道必修化につきましては、学習

指導要領の改訂に伴いまして、先ほど議員ご指摘の

ように、ことし４月から全国一斉に導入・実施され

るところであります。しかし、本市におきましては、

平成２１年度から、文部科学省の研究指定を受けま

して、柔道、剣道、空手道の３種目におきまして、

地域指導者と連携した取り組みを既に３年前から進

めておるところでございます。 

 そこで、導入の目的についてでございますけれど

も、武道の学習を通して我が国固有の伝統と文化に

より一層親しむことを基本に、精神面の指導や礼儀

作法の習得、相手を敬う心の育成など、生徒指導と

しても欠かせない教育課程として、今回導入される

ものでございます。 

 なお、その際の環境整備につきましても、授業に

必要な道着や防具、畳などを国の予算で整備を、豊

後高田市では行ってまいりました。  

 また、県内の状況についてでございますけれども、

さきに県教委が公表いたしました県内中学校の実施

予定では、県内全１３１中学校のうち、柔道を導入

する中学校が７２校と最も多く、次いで剣道、相撲、

空手道となっておるところであります。 

 次に、中学校における事故例についてでございま

すが、県全体で武道の授業と部活動合わせて１７８

件となっており、うち、授業の事故というのは１８

件となっております。なお、豊後高田市における武

道での事故につきましては、現時点で１３件であり

ます。うち、授業中の事故はゼロ件でございます。 

 また、指導者についてのご質問でありましたけれ

ども、市内の各武道連盟のご協力をいただいて、外

部指導者ということで入っていただき、各学校の保

健体育指導者と連携をしながら指導に当たっている

ところであります。豊後高田市の場合は、幸いにも

多くの武道者がおるわけであります。そういうとこ

ろとしっかり連携をして、そして安全・安心な武道、

特に柔道の指導も進めておるところであります。 

 また、指導者の研修につきましては、武道指導が

可能な教員の育成を図るために、武道講習会への積

極的な参加や授業公開などを、各武道連盟の方々と

連携して進めているところであり、今後も継続して
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取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、安全対策と加速損傷についてであり

ますが、議員ご指摘のように柔道においては頭を打っ

たり間接的な打撲直後の激しい振動により加速損傷

を起こしやすいものと関係機関からのご指導もあり、

検討を重ねてきたところであります。 

 本市といたしましては、こうした事故を含め、指

導者があらゆる事故に対する知識を習得するととも

に、安全な技の習得と、武道必修化の目的に沿った

指導に心がけているところでございます。 

 今後につきましても、県教育委員会が現在作成し

ております種目別の安全指導指針を踏まえながら、

生徒の安全を第一に考え、事故防止に努めながら中

学校における武道の充実を図ってまいりたいと考え

ておりますので、何とぞご理解をよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  １５番、川原直記君。 

○１５番（川原直記君）  幸いにして市内では事故

例も少なくて、いい結果だと思っております。しか

しながら、今から３０年ほど前に柔道で死亡事故例

がありまして、それは国が一応勝訴はしました。し

かしながら、その時点で、国は加速損傷ということ

を、米国の実験データを取り寄せていまして、実は

国は知っていたそうです。しかし、それを公表しな

いままに今回まで、最近までやってきました。その

間に、約１１４名の方が命を落とし、それから２７

５名の方が重度の障がいを負っております。国が勝

訴するということは、それなりの意味があるんかも

しれませんが、それによってそういった公表がおく

れたということが現実に起こっとると私は思ってお

ります。 

フランスでは、日本の、柔道の人口の３倍ほどの

方が柔道をやっておりますが、３０年ほど前に事故

例がありまして、それ以後、その原因究明を行って

非常にそういった死亡事故はゼロで済んでいるそう

でございます。そういったことも含めまして、特に

気を付けていただきたいと思いますが、決して、今

さっき申しましたように、柔道そのものが悪いので

はなく、そういった事故例を知らなかったり、そう

いった皆さん方の報告がなかったということで、そ

ういった悲しい事故になっとると思っております。 

 それで、今、教育長のほうからお話がありました

が、目的についてでございますが、武道ですのでど

なたが考えても精神面の修行が主だと思っておりま

す。しかし、先ほども申しましたように、体力の弱

い、柔道の基本を知らない生徒さんが授業を受ける

わけでございますので、そういった面をよりよく指

導していただきたいと思っております。 

 ちなみに授業日数、それから男女とも受けるのか、

その辺をお伺いしてまいりたいと思っておりますし、

市内の、今、件数を、言ってましたけど、その内容

についてお聞きしたいと思っております。 

 それから、指導者の研修については、外部指導者

を多く抱えている市内にとってはありがたいことだ

なと思っておりますし、安全対策として国や県から

の通達があったのか、それともないのか、また、い

つあるのか、その辺がわかればと思っております。 

 以上で、２回目の質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  学校教育課長、瀬口卓士君。 

○学校教育課長（瀬口卓士君）  川原議員の再質問

にお答えいたします。 

 まず最初に、授業日数につきましては、今、中学

校の１、２年生でおよそ１２時間から１３時間を予

定して、２４年度実施する方向でございます。 

 さらに、男女につきましても、すべての１、２年

生が受ける方向で授業のほうを進めているところで

ございます。 

 それから、先ほどの事故件数の１３件でございま

すが、これにつきましては、軽い事故等含めて１３

件で、実際には３件骨折があったということで、３

件についてはそういう状況でとらえているところで

ございます。 

なお、議員ご指摘の事故防止のための安全面への

対策として、加速損傷への回避ということで、現在

文科省の武道実施への安全配慮への通知に合わせて

作成配布された、頭部を守る受け身の練習や重要性、

投げ技の指導の注意点などを盛り込んだ、柔道授業

の安全指針をもとに、今、指導者による複数指導者

の指導徹底や危険技の禁止、さらには受け身指導の

充実等を踏まえながら環境整備に努めているところ

でところでございます。何とぞご理解のほどよろし

くお願いいたします。 

○議長（河野正春君）  １５番、川原直記君。 

○１５番（川原直記君）  それでは、もう一点お聞

きしたいと思っております。 

 昨年の８月に、国のほうとしてその対策を講じな

ければいけないということで始まったそうでありま

す。 

 それから、報道によりますと、３月中に各都道府
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県に通達をするということですので、どちらかとい

うと遅い対応ではないかなと思っておりますので、

その辺、通達が本当に正式にあったかどうかをお聞

きしたいと思いますし、今後とも無事故で進めてい

ただきたいと思いますし、とにかくそういう部活の

１０万人当たりの怪我や死亡事故、特に、死亡事故

は１０万人に対して柔道は２．５ですか、ほかのス

ポーツでは０．５未満ということですので、柔道が

悪いというのではありませんが、そういった事故例

が多いということは重々に承知していただきたいと

思っております。 

 先ほど申し上げました点につきまして、お答えが

いただければよいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  学校教育課長、瀬口卓士君。 

○学校教育課長（瀬口卓士君）  川原議員の再質問

にお答えいたします。 

 文部科学省より９日に県の教育委員会のほうに通

知がございました。それを受けて、各市町村のほう

へ通知を受けているところでございます。その指針

ということで、これからその指針をもとに我々関係

機関と連携しながら協議を進め、学校での安全対策

の徹底を図ってまいりたいと思っておりますので、

何とぞご理解よろしくお願いいたします。 

○議長（河野正春君）  一般質問を続けます。 

２０番、大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  日本共産党の大石忠昭で

ございます。今回は市民が最も関心の高い６つの課

題について質疑をしたいと思います。 

 最初に、議長にお願いしたいんですれども、ケー

ブルテレビでこの一般質問の模様が放送されるよう

になりまして、市民の関心が議会に非常に高いんで

すが、答弁が、聞かれたことじゃなくて余分なこと

が多過ぎるんじゃないかと、それよりも再質問や再々

質問をするようにしてもらいたいという声がありま

すので、私も美辞麗句は使い切りませんけれども、

市民の立場に立って、市民にとって答弁を引き出せ

ば得なこと、そういう立場から議論をしたいと思い

ますんで、私の発言で不適切な言葉がありましたら

注意してください。市長や執行部の答弁が長すぎて、

必要のないところについてはカットを注意して要求

してもらいたいと思います。お願いしておきます。 

 それでは、最初に消費税の問題から入ります。ご

承知のように民主党の野田首相は財界から言われる

ままに、いま開かれている国会で自民党など野党の

協力も得て、何が何でも消費税増税法案を可決させ

ようとねらっています。 

 私ども日本共産党は、所得の低いほど負担割合が

重くて、こんな不公平な税制、消費税の増税につい

ては断固反対して戦っています。それなら財源をつ

くるのにどうするかと言われますが、私ども日本共

産党は消費税に頼らなくても、こうやれば財源はで

きるという提言を発表しています。 

 簡単に述べますと、八ッ場ダムなどあの大型な無

駄な公共工事はやめることやと。米軍に対する「思

いやり予算」や、莫大な軍事費などもメスを入れて

削れと、日本共産党はもらっていませんが、あとの

政党がもらっている、毎年毎年もらってきた年間３

２０億円の政党助成金もやめろと。そして、民主党

が新たにやろうとしている財界、大企業に対する１

兆７，０００億円のこの減税もそういうのはやめな

さいと。そしてむしろ、税金を取るんならば消費税

ではなくて、儲けを上げて支払う能力のある財界、

大企業、富裕層にこそ税金を当たり前にかけろとい

うことを主張して頑張っています。 

 もし市長、今、報道されているように８パーセン

トや１０パーセントに消費税が増額されたら、豊後

高田市、地方自治体においても、あるいは市民にお

いても大変な打撃を受けることになると思うんです

けれども、どういうような認識なのか、いや、大し

たことないと思うのか、市民にとって大変だと思う

のか、そこの部分だけ述べてください。必要があれ

ば、また質問します。 

 もう一点は、私どもは暮らしも景気も財政も、も

うめちゃくちゃになってしまうと、取り返しがつか

ないようになるんじゃないかと。よって、やっぱり

消費税を大幅に上げることはやめるべきだと、市長

が市民のことを思うならば、大幅値上げはやめて、

別な方法で財源をつくれと主張してもらうほうが、

市民にとって特だと思うんですよ。 

 ここで市長が「昭和の町」に取り込むような勢い

で、政府関係機関に向かって、あなたのお知り合い

の国会議員がおれば国会議員に向かって、何とか、

こんな大幅な消費税増税を食い止めてくれと働きか

けてほしいと思いますが、どうでしょうか。 

 ２つ目は、ＴＰＰの問題についてであります。こ

れも民主党の野田首相はあれだけ党内にも反対の声

がある、中身についてはほとんど国民が知られてな

い。だから国民は待ったをかけたけれども、その国

民の声を聞かず、アメリカに飛んで行き、あのＡＰ
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ＥＣ、アジア太平洋協議会、ここで日本もＴＰＰに

参加をするということを表明しました。 

 これ大変な問題なんです。ＴＰＰというのは結局、

関税を廃止をしてしまうと。これは農作物じゃない、

あとについてもいろいろと大変なことになる。また、

非関税障壁も撤廃をして医療やら、金融やら、保険

やら、あるいは公共事業の発注などなどにもいろい

ろと影響するということで、これがもしやられたら、

日本の国のあり方が変ってしまうんじゃないかとい

うように、農協だけじゃなくて医師会なども挙げて

反対運動に取り組んでいます。そのことは市長自身

がご承知と思うんです。 

 よって、これについても日本共産党は志位委員長

を先頭に、国会議員は少ないんですけれども、参議

院も衆議院も合わせて国会議員、私ども県会議員、

市会議員など地方議員も一体となって、党を挙げて、

このＴＰＰの参加を阻止しようということで頑張っ

ております。よって、市長はこの問題について、も

し、今、野田首相が進めるような方向でどんどん、

どんどんアメリカの言いなりに進んだ場合に、豊後

高田市にとってどんな影響が出るというように認識

をされているんでしょうか。簡単でいいですから、

市長の認識を聞かせてください。 

 もう一点は、やはり暮らしや食糧や農業、日本の

経済そのものが壊滅的打撃を受けることになると思

うんですけれども、市長が先頭に立って、大分県の

市長会を動かすぐらいに一緒になって、政府に向かっ

てこの参加を阻止すると。あなたの知り合いの国会

議員にも、これはどうせ国会に提案されて、国会の

批准をしなければ、幾ら野田首相がやると言っても

やれないことですから、国会の批准では、あなた方

国会議員が反対して国民を守れと、日本を守れとい

う形で働きかけてもらいたと思うんですが、市長、

ここで政治力を発揮してもらいたいと思いますが、

どうでしょうか。 

 次が、定住対策についてであります。 

 今度の議会では、６日の日も市長が長々と人口３

万人にする説を、持論を説きました。また何人かの

議員からも質問があって、また同じような答弁を繰

り返しまして、大体、市長が考えていることについ

てはわかりました。 

 しかし、わかっていないのは市民の皆さんです。

元議員の方々を含めて何人もの方から「大石さん、

市長はいつから３万人、３万人ちぃ言い出したんか

え」と、ある議員の方から、夕べ電話がかかってお

れの名前を出してくれと。元議長の井ノ口議員です

が、痴呆が入ったやねえんかいと、前の議長が心配

しよると市長に言うてくれんかいと、名指しでやっ

てくれとまで言われました。ある元の議長は「おら、

もう３月で、来年の３月で市長をやめて帰るんかと

思うたら、いや帰らんのじゃなあと、やっぱり東都

甲に住みつくんじゃろうと、人口が３万人になるま

で市長死ぬまで続けるつもりやろうかと、これも聞

いてきてくれ」というふうに言われました。そのこ

とは答える必要がなければ答えなくてもいいですけ

ど、そういう意見を聞きました。 

 質問としては、私はこれまで人口が減りましたけ

れども、減ったのは市長の責任であるとか、あるい

は副市長の責任とか、そちらに並んでおります課長

の責任であなた方のやり方が悪いから人口が減った

などといって追及したことは一度もありません。も

う議員を４１年間しています。これは私どもの責任

でもありますから、これは社会現象なんです。 

 もう合併して７年目で約２，０００人減りました。

食いとめるだけでも大変なことなのに、３万人にふ

やしたら、やることはやるなと、「昭和の町」がやれ

たんだから、３万人もやれるということのようなん

ですけれども、私は、だから３万人にするなという

質問じゃないんです。 

 市長がそれを目指すのは結構ですから、市長流で

はなくて市民流、これから豊後高田市を担う人の意

見を大事にしてほしいと思うんです。私も７０にな

りまして、そう長くないけれども、３万人になるま

で生きておきたいなと思っています。 

 よって、成人式の模様をいろいろ聞いてみますと、

今度は教育委員会の発案でしょうか、市長の発案で

しょうか、成人者の方であらかじめそれぞれお願い

して、高田を３万人にするためにはあなたはどうし

たらいいですかという、トークがありましたね。会

場からも何人かの方から意見が出されておりまして、

私はケーブルテレビで聞きまして、「おお、高田には

すばらしい青年たちが育っているんだな」と、普通、

私たちも議員ですからこうしゃべれるけども、二十

歳の時代でしゃべれるかと思ったら、ましてや壇上

に立ってしゃべったり、会場からは意見がありませ

んかと言って、手を上げてしゃべるということはで

きませんでした。そういう人が１０人ほどあの場で

発言したということはすばらしいと思ったんです。

それで、どんな意見だろうかと聞いてみるけれども、

ケーブルテレビでは何かこう言葉がはっきりせんで
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しょう。いわゆるマイクがカメラからのマイクを使っ

ている、こちらのマイクを使ってないから、割れて

聞えないんです。 

 それで、教育委員会に資料としてどういう意見が

出されたか、いただきました。読んでみましても貴

重な意見です。敬意を表したいと思うんです。それ

を企画した教育委員会にも敬意を表します。 

 問題は市長が、この青年たちの貴重なご意見をど

のよう認識をして、今後のまちづくりにどう生かそ

うとしているか、市長の考え方を聞きたいわけであ

ります。聞かしてください。 

 ２つ目は、若い人が高田に残ってもらうためには、

いろんな事業をやるということが、この、２日間の

お話聞いてわかりましたけれども、これまで答弁し

た内容は一切答弁はいりません。 

 私が聞きたいのは、子供を産み育てるためには一

番経済的負担になるのは医療費だというふうに言わ

れています。広瀬知事になりまして、知事も全国に

先駆けて医療費については、入院の医療費は中学を

卒業するまで無料にしまして、この辺は私どもも評

価しております。 

 今度は広瀬知事に続けということで、私の調べで

は豊後大野市から日田市から佐伯市から由布市の市

長なども、おれとこは、今度は入院だけではないよ

と、通院費も無料にするぞということで、それぞれ

実施をすることになりました。 

 私ども日本共産党はできれば高校卒業するまでは、

いつ病気になっても安心して医療費が助成してもら

えるように、そこまで拡大してもらいたいと思うけ

れども、豊後高田市の今の財政事情を考えたら、当

面はよそがやっているように、中学校卒業するまで

の通院費も無料にする制度をつくったら、高田に移

住しようかなという人も出るんじゃなかろうかと思

うんですが、あるいは高田の皆さんも子供も一人生

もうかということにもなると思うんですけれども、

市長どうお考えでしょうか。 

 もう一つは、憲法では義務教育は無償となってい

ますけれども、小学校、中学校でもかなりの家計負

担がかかります。よって、文科省は何とか教育の平

等で誰もが小学校、中学校を卒業されるようにとい

うことで、生活困窮者については教育費の一部を補

助する制度ができまして、これを私も何度もここで

議論してきましたが、今のところよそと比べてみて

高田の場合、生活保護の１．２が基準なんです。 

 全国的には１．４、１．６、１．８というところ

がありまして、大体生徒数の、生徒これだけ減りま

したけれども、いまこの補助を受けているのは高田

で１０パーセントちょっと超えたぐらいでしょう。

多いところでは全国的に２０パーセントから２５パー

セントがあります。 

 よって高田に住みつけば、少々リストラを受けて

給料が安くなっても、小学校、中学校の給食代はた

だでいいわとね、修学旅行にも行けるわと、クラブ

活動費もＰＴＡ会費もただになるわと、そうなれば

住みつきやすいと思うんですけれども、そういうよ

うな環境整備に力を入れることはできないでしょう

か。 

 次は、住宅の問題は、きょう何人からもありまし

たので、もうこれは了とします。予算委員会でちょっ

とやります。 

 最後に、もう一つのアイディアで、定住対策で市

長のきょうの言葉を聞いておったら、私の生まれた

向鍛治屋の城台団地の跡も、何か若い人に住んでも

らうために安い貸し料で貸すみたいな話のようなん

ですけれども、私が提起したいのは、何とかよそか

ら高田に移住したい人も、高田に住んで子供が新し

く独立して家を建てる人も。家を建てたら１００万

円ぐらいでも補助金を出すと、そして条件は市内の

そういう建築業者、資材も市内の建築資材店から購

入するとなれば、家が建ち、建築業者や職人さんも

仕事があり、材料も売れる。 

 住みついてもらえば固定資産税もふえると、ある

いは市民税もふえるとなれば、何年かたてばその１

００万円出しても取り返しがつくんじゃないかなあ、

効果が大きんじゃないかなと思いますので提案をい

たしますが、そういうような、例えばの話ですよ。

そういうような若い人たちが高田に移住したいとい

という思う方からも、こうしてほしいというような

意見も随分聞いて、そういう市民の意見に答えた実

りある定住対策をやってもらいたいと思うんですが、

市長どうでしょうか。 

 次は、介護保険の問題についてであります。 

 これは、きのう川原議員の質問を聞いていまして、

答弁がありましたけれども、川原議員も後で「もう、

これは何ぼ言うてもなるごつしかならんな」一言い

いながら、もう方法はねえわいという結論づけにな

りましたね。それでは私は市民が困ると思いますん

で、市民の立場に立って質問をしたいと思いますか

ら、これも短い言葉でいいですから質問に答えてく

ださい。 
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 その前に短い言葉でいいために、私が市民の皆さ

ん、議員の皆さんにもわかるようにちょっと、何で

介護保険がこうなるという話をさせてもらいたいと

思うんです。ほんの一、二分でいいですから。 

 介護保険制度が始まったのが平成１２年度からで

すね。あれから１２年たちました。このときは保険

料をこうするというのは、その隣の部屋で全部の議

員に長い説明があって、資料も膨大な資料をもらっ

て議論をしたのを耳にまでよう覚えています。 

 その時に私は、これは計画がちょっと違うんじゃ

ないのと、こんなに大分県５５市町村の中で、当時

基準額３，４００円でしたね。大分県で４番目に高

かった。これは高すぎるよと、そのときにどう言っ

たかと、いや介護保険料というのは３年ごとに変え

ていくんですよと。３年間にどれだけの介護サービ

スの事業をやるかによって、その中の１割は利用者

に負担してもらうけど、あとの９割は半分を国と県

と市、もう半分は４０歳から以上の方で負担をして

もらう、それが介護保険料なんだと。 

 １号保険者は、当時はその半分の中の１７パーセ

ントを見ますと、残りは４０歳から６４歳でしたね。

ことしは変わりました、お年寄りがふえまして。い

ま６５歳以上の方に見てもらうのは、今度は２１パー

セント、あと４０歳から６４歳までは２９パーセン

トに変わりました。 

 これで事業量の計画が大きければ大きいだけ介護

保険料は幾らでも上げられる仕組みなっているんで

すよね、市長。だからそのとき上げ過ぎたんですよ。

で、私が議会で毎回、毎回議論して、とうとう市長

もその上げ過ぎを認めて謝罪しましたね、議会で。

ここにその当時の大分合同新聞があります。謝罪し

ていますね、大分合同新聞ですよ。それで間違いを

認めて、その次の改定の時に大分県では高田だけ大

幅に下げました。下げたことは評価します。 

 だから、今度計画こんなに上がるということは、

計画が本当に正しいんだろうかというのに疑問を持

つんです。それで私は計画書をもらいましたね、皆

さん、みんなもらっていますね。肝心な部分は黒く

て見えないんです、数字が。実際に見てごらんこれ、

見えますか市長、これ。市長持っていますか、同じ

ものを。皆さん見える人がおったらちょっと読んで

聞かせてください、見えないです。字が小さいのと

黒くて見えないものしかもらってないんですよね。

分析しようがないんです。だから、私はお金かけて

情報公開で資料取ったら、策定委員会の資料もこれ

と同じで見えないです。むしめがねで見ないと見え

ないんです。 

 どんな審議をしたかちゅうことで取ってみたら、

これとってあるんです。４日間審議したのがこれだ

けですよ。会議録がこれだけ。日本中回ってこんな

もんがありますか、どこか。委員は２１人おります。

議員の代表も社会文教委員長の女性の委員長も出て

います。 

 そして、きのうのあんな答弁で私たち議会はわか

りましたと言えますか。私は市民から選ばれた一議

員として、こんなに介護保険制度始まって以来の大

幅値上げを、市長のいうことは何でも賛成というこ

とにはならないですよ。しかも私に与えられた時間

は１時間しかないんです。 

 今までは、全部隣の部屋で全員に資料を配って説

明があったのに、なぜ説明をしないのか、問題だと

思いませんか。そういううえに立って３つの質問を

します。 

 一つは、予防活動のことを言っているでしょう。

予防活動は担当課長から長い答弁がありまして、甲

斐さんですね、よくわかりました。市長からもあり

ましたから、これはもう省略します。答弁要りませ

ん。大いにやってもらいたいと思うんです。 

 あと２つ目のことを言っているのは、所得の低い

人は介護保険料が低く、市長とか高田の大手土建業

者の社長とかは所得のある人は高くと。所得に応じ

て適正単価にすべきなんです。私の法律解釈はそれ

ができるように解釈していますが、その辺どう思い

ますか。これはもう、策定委員会の委員長が副市長

のようですから、副市長が答弁してもいいです。あ

れやったら、よく理解しておれば。 

 それから３つ目のところは、特に生活が苦しい方、

もう、介護保険払ったらもういのちきができん、ど

げかしちょくれという人が随分あります。こういう

方々については、大分県で一番早くつくったのは大

分市、今から１１年前介護制度が始まって翌年から

市独自の減免制度をつくりました。その後、別府そ

の他でつくりました。 

 高田は、私この１２年間主張し続けてきましたが、

市長は市独自の介護保険の減免制度はつくらないと、

私がいくら言っても突っぱねてきました。しかし、

今回初めて１２年ぶりにして、今回よそがつくって

ない減免制度をつくることになりました。この事は

市長、評価をいたします。低所得者を代表して評価

いたします。 
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 しかし、その内容たるものが、きょうテレビを通

じて、まあ２分時間を与えましょう。２分市民が聞

いたら、なるほどいい制度だなと、そうわかるよう

に説明を、市長からしてください。きのう聞いた話

では全然わからない。以上。 

 次は、城台団地についてです。これももうちょっ

と聞きたいのはいろいろあったけれども、ようわか

らんくるくる、くるくる猫の目みたいに変わるなと

思うんです。 

 私も用地買収の段階からこれにタッチしています

から、ずいぶん用地買収は難しかったんです。とう

とう協力を得たら、私たち文句を言われるのは、あ

んなに急いでくれ、急いでくれと言いながら、後は

山になってるじゃないかと。どうするんかと、随分

地元に帰ったらおしかりを受けます。それを何度も

議会で問題にしてきました。やるんだ、やるんだと

言いながら十数年たってしまいました。 

 去年のこの３月議会で、市長は何と答えたですか。

若者定住対策でこうこうこうやるんだと言って、３

億２，０００万円の予算を組みました。何ができた

んですか。予算を全部消化するような事業ができた

んですか。そして、定住対策とか何か言いながら、

今年度の予算はゼロですね。城台団地をどうすると

いう予算はゼロでしょう。どういうことなんですか、

明らかにしてください。 

 ６番目に「昭和の町」についてです。 

 これは市報の１月号の中に、市長や議長の挨拶が

掲載されておりますけども、何か４０万人の観光客

が訪れて鬼の首を取ったぐらいに自慢をするような

記事になっていると思うんです。 

 上向けにそれはいい顔になるかもしれませんけれ

ども、私どもから見たら４０万人も来たかなと、４

０万人見えて中央通りに何人あそこを通っただろう

か。私が住んでいる玉津側にそのうちの何分の一が

見えただろうか、ほとんど空っぽですよ、玉津側は、

中央通りも。それなら、大したことだと言うならば

４０万人ふえて、高田にとってどういう効果があっ

たと思いましか。短くていいですから、市民が理解

できるように言ってください。 

 ２番目は、「昭和の町」１０周年ということで莫大

なお金を使っていろんな行事をしましたね。この行

事も本当に一部の人が喜んだだけで、職員は本当に

苦労かけて職員には申し訳ないと思いますよ。いい

顔したのは市長だけかも知りませんが、実質「昭和

の町」の店を持っている人たち、その周りの周辺に

おる人たちが何かその事業で、「ちょっとよかったな

あ」と喜びの声がありましたか。もっともっとこう

いう事業をやる場合は市民の声を聞いて市民の声に

こたえるように事業をしないといかんと思うんです。 

 同時にあんた方は１０周年を分析してみて、今後

どう活かそうとしているかを聞かせてください。短

くていいです。活かそうとしている部分だけでいい

です。玉津の側もお年寄りが楽しく歩けるまちとい

うことで、ウオーキングコースでも使ってくれみた

いに言われましたけど、私も玉津に住んでおります

が、これから莫大な金を入れて本当にどうなるんだ

ろうかと見ているんですけれども。 

 今度の中心市街地活性化計画、また５年分をつくっ

ていただいておるんだけど、これをやれば莫大な国

民の税金を使うんですけれども、どういうように玉

津の商店街の活性化につながると考えておるのか説

明してください。 

 あと、障がい者の対策は時間の関係もありますし、

日本共産党の国会議員が先頭に立って頑張っていた

だいておりますので、そこは譲りまして終わります。 

 以上です。 

○議長（河野正春君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それでは、私からまず消費

税増税についてお答えをいたします。 

 私といたしましては、増税そのもののついては実

施せずに済むものであれば、それが一番であると思っ

ております。消費税が実施された場合、本市におけ

る具体的な負担増についての詳細は把握できません

けれども、消費税導入時や、現行５パーセント引き

上げをした時を考えますと、その影響は大きいと考

えております。 

 しかしながら、今回の増税の背景には、将来的に

６５歳以上の高齢者一人を１．２人で支える肩車型

の社会が到来すると見込まれる中で、社会保障制度

そのものをどう維持させていくかという大きな課題

もございます。 

 これからも、現在に様な福祉政策を続けていくの

であれば、当然その増加に見合うものは歳入の確保

が必要となってまいります。新たな財源には増税や

国債発行が考えられますが、増税そのものは今の世

代に痛みを伴います。また、国債発行の増加は、少

子化の進む後世にさらに過大な負担を押しつけるこ

とになってまいります。 

 また、歳入の確保ができなければ歳出そのものを

抑制する低福祉政策への転換が必要になりますが、
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それでは老後に不安が残るものであります。新聞等

の世論調査におきましても、消費税増税については

賛成・反対の割合は拮抗しているようでございます。 

 国においてはこうした状況をかんがみ、国会での

開かれた議論と行政改革の推進、そして国民への情

報提供と十分な説明を進めていただく中で、私とし

ては今後の国の動向に注視してまいりたいと思いま

す。 

 次に、ＴＰＰについてお答えをいたします。 

 本協定が批准された場合、基幹産業が農業であり

ます本市にとっては影響は避けられないものであり、

具体的な影響額は、はかりかねますけども憂慮すべ

き事態であると思っております。 

 しかしながら、昨年１１月のＴＰＰ交渉参加に向

けた協議を開始する際には、経済分野等では賛成論、

農業分野等では反対論が起きるとともに、生産者・

消費者間のメリット・デメリットが報じられるなど、

さまざまな方面で国論を二分する議論となっており

ます。一方では日本と中国と韓国の３ヶ国における

自由貿易協定提携に向けた首脳会談が開催されよう

とするなど、世界的には自由貿易が進められつつあ

ります。 

 このＴＰＰ協定につきましては、私ども全国市長

会の中でも議論が重ねられ、国内の農業等に及ぼす

影響への配慮や、十分な国民的な議論を経た上で慎

重な対応を国へ要請したところでございます。ＴＰ

Ｐに関しては、国におきましては、さらに議論を深

めていただくとともに、私としては農業に影響がな

いような十分な配慮をした中で検討してもらいたい

と考えているところでございます。国の動向につい

ては注視してまいりたいと思います。 

 続きまして、定住対策につきましてお答えをいた

します。 

 新成人との「ふれあいトーク」、今後、豊後高田を

どうしたら住みよいまちにできるか。活性させるに

はどうしたらよいかというテーマで、これは平成１

９年度から成人式に合わせて実施しているものでご

ざいます。若い人たちの意見を市政に取り入れよう

としておるところでございます。また、この「ふれ

あいトーク」でいろんな意見をまちづくりに活かす

ために、関係課の職員を毎年参加させて新成人の新

鮮な意見を聞かせております。 

 本年度につきましては「本市の人口３万人にする

には」というテーマで、ステージの６人の新成人に

意見をいただいた後、会場からも次々と手が上がり、

４人の新成人から前向きで貴重なご意見・ご提案を

いただいたところでございます。その内容について

はお配りしておりますけれども、その主なものにつ

いては若者に家賃補助をしてはどうか、昭和の町や

新しくなった中央公園を活用して、他市の若者を巻

き込んだ町コンを開催してはどうか、大学を卒業し

て雇用の場を確保してほしい。子育てしやすい環境

づくりをしてはどうか。Ｕターン・Ｉターンのもの

をふやす施策をしてはどうかなど、さまざまな若者

らしい具体的な意見が出され、生まれ育った豊後高

田のことを真剣に考えてくれていることはひしひし

と伝わってまいりました。 

 また、その中には、将来市長になって豊後高田市

をさらに活性化させたいというような新成人らしい

発言もありました。とても心強く感じたところでご

ざいます。いただいた意見を参考にして、昭和の町

の町コン開催や、第二子保育料無料化、Ｕターン者

の定住支援などを行う予算を本会議に提案させてい

ただいております。 

 それから、議員ご提案の新築祝い金の補助でござ

いますけれども、私どもはそれとは関係ありません

が、ほとんど活用されていない来縄の大分県職員住

宅を購入し、市営住宅に整備したり、また結婚して

豊後高田市に住んでいただいておる夫婦に対して、

新婚生活スタートをさせるための支度金もしている

ところでございます。 

 その他の質問につきましては、教育長及び担当課

長に答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（河野正春君）  教育長、河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  大石議員の定住対策につ

いての就学援助についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 本市における就学援助につきましては、議員ご承

知のように本年度からこれまでの支給対象項目にク

ラブ活動費、ＰＴＡ会費、生徒会費の３項目を追加

いたしまして、現在実施しているところでございま

す。 

 議員ご質問の支給対象の拡大についてですけれど

も、教育委員会といたしましては、対象となる保護

者にこの就学援助の内容を広く利用していただくべ

く、保護者に対する周知の徹底を図ってまいりたい

と考えておるところでございますので、支給基準に

つきましては、現状で実施してまいりたいと思いま

すので何とぞご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 
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○議長（河野正春君）  子育て・健康推進課長、甲

斐智光君。 

○子育て・健康推進課長（甲斐智光君）  子供医療

費についてですが、市では子育て支援の立場から、

ここ数年たび重なる制度改正を行い、未就学児の医

療費及び小中学生については、入院に係る医療費に

ついては現物給付による方式で助成を行うことで、

（発言する者あり）今のところは予定していません。 

 確かに子供の医療費を、中学を卒業するまで無料

化することは、子育て世帯の負担軽減する方策の一

つとも言えます。しかしながら、これまでの議会で

もご答弁申し上げましたとおり、本来は国の制度と

して行うべきものであり、実施市町村で取り組む助

成内容は異なることが問題であることから、全国市

長会を通じて現物給付方式による義務教育終了まで

の子供の医療費無料化制度を創設するよう要望して

いるところでございます。 

○議長（河野正春君）  建設課長、筒井正之君。 

○建設課長（筒井正之君）  それでは、城台団地の

取り組みについてお答えいたします。 

 城台団地整備事業につきましては、若い世代の方々

に豊後高田に住んでもらいたいという願いを込めた

事業として、本年度事業費を予算計上させていただ

きましたが、造成事業費の実施までかかることがで

きず、本定例会に減額補正予算の提案をさせていた

だいているところでございます。 

 事業計画の遅れの原因といたしましては、開発行

為申請業務を実施していく中で、開発区域内にある

都市計画道路の見直しを行うこととなり、現在策定

中の都市計画マスタープランの見直しと並行して開

発行為の申請を行うこととなったためでございます。 

 今後、予算についての提案や造成工事の着手につ

きましては、業務の進行状況や社会情勢などを勘案

しながら提案してまいりたいと考えております。ま

た、城台団地の整備計画につきましては、宅地分譲

地として整備してまいりたいと考えているところで

ございます。 

○議長（河野正春君）  保険年金課長、佐藤 清君。 

○保険年金課長（佐藤 清君）  介護保険制度につ

いてお答えします。 

 所得段階設定につきましては、５期において、第

４期と同様に第４段階細分化を含む７段階設定とい

たしております。基準所得金額は介護保険法施行規

則の一部改正に伴う介護保険法施行規則第１４３条

の規定により、従来の２００万円から１９０万円に

改正されました。本市も国が示したとおり１９０万

円という基準所得金額にいたしました。 

 国が示した保険料率１．５倍を超える料率設定、

いわゆる多段階設定をし、高い保険料率を設定する

予定があるのは、県下１８団体中７団体のみと聞い

ております。 

 本市では、高所得者が少なく、第１号被保険者全

体の１パーセントにも満たないと見込まれ、対象者

は少なく影響が少ないと思っております。市町村の

判断で実施できるとなっていますが、このように影

響が少ないということ、県下で実施するところが少

ないということ、国が明確に示していないというこ

とから、本市では今回導入しないようにいたしまし

た。 

 ３段階の細分化につきましては、県下で導入する

のは９団体と聞いています。これは影響が大きく、

導入により他の段階の方の保険料が上昇してしまい

ます。特に、低所得者の第１、第２段階の方の保険

料も上昇してしまいます。このようなことから、こ

れにつきましても今回、導入しないようにいたしま

した。 

 今回の保険料の上昇を始め、こうした背景を踏ま

え、本市は低所得者の保険料減免制度の創設を行う

ことといたしました。低所得者の保険料減免制度に

ついて対象者の要件を申し上げますと、まず、生活

保護受給者を除いた保険料区分第１段階の方、第２

段階の方及び第３段階に該当する方。次に、世帯全

員の合計年収が生活保護基準以下の方。次に、市民

税課税者と生計をともにしていない方。最後に、資

産を活用しても生活が困窮している方。これらの要

件をすべて満たす方が対象となります。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  商工観光課長、佐藤之則君。 

○商工観光課長（佐藤之則君）  「昭和の町」のご

質問についてお答えいたします。 

 まず、経済効果についての認識につきましては、

平成２３年度には「昭和の町」が誕生１０周年を迎

え、桂橋や中央公園のリニューアルに加えまして、

記念イベントを定期的に開催するなど、多くの方に

お越しいただけるよう取り組んでまいりました。 

 年度当初は、震災による自粛ムードもありました

けれども、６月以降、例年を上回る観光入り込み客

数で、昨年度１２月末に目標の４０万人を達成した

ところでございます。 

 ご質問の経済効果につきましては、商店などの販
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売額などは把握できておりません。観光客に対する

来外者アンケートにつきましては、一人当たりの消

費額が平成１９年度の３，７４８円から、平成２２

年度には４，２８５円と増加しているところでござ

います。 

 販売額から見ました経済効果につきましては、現

在、国の経済センサス活動調査が行われておりまし

て、今後その結果を踏まえて検証してまいりたいと

考えております。また、平成２４年度には「昭和の

町」の経済効果の調査を実施予定でございます。 

 次に、「昭和の町」１０年間の総括を活かした、今

後の商店街の取り組みにつきまして、高田側商店街

につきましては、引き続き修景事業や空き店舗活用

事業、拠点施設の整備を関係者と一緒になって進め

てまいります。 

 玉津側商店街につきましては、玉津プラチナ通り

のまちづくりに沿って、多くの方に足を運んでいた

だけるよう、玉津プラチナ市などイベントへの支援

や、また、お店そのものに対しては高齢者向けの店

づくりを支援してまいります。 

 さらに、中央通り商店街、宮町商店街については、

それぞれの課題を踏まえ、関係者と連携して新たな

まちづくりを進めてまいります。 

 次に、第２期中心市街地活性化基本計画における

玉津のまちづくりにつきましては、「高齢者が楽しい

おまち」という目標で健康づくりを取り入れた計画

でございまして、そのための道路や公園整備を進め

るものでございます。 

 商店街の売り上げ向上につきましては、引き続き

「にぎわいづくり」とともに、高齢者向けの商品ぞ

ろえなど、新たな商店街機能を付加できるよう、取

り組みを進めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（河野正春君）  ２０番、大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  あと、１５分になりまし

たが、あと予算委員会などでやれる問題はそこでや

りたいと思いますので、まず、定住対策について、

本当に４０万みえているかということについては答

えがないし、中央通りや玉津側にどれぐらいお客さ

んが見えたかも答えがない、玉津側を高齢者が歩い

て楽しいまちと言うけれども、今から、まだ１０年

前にそういうことで議論をしてやれば、幾らか芽が

あったと思いますけど、今からでも予算をかけても

芽がありますかね、市長、あれば私も応援します。 

 しかしながら、主人公の皆さんと相談してやらん

と、と思っているんですよね。高齢者の楽しい歩け

るまちといっても、私はあそこの老人クラブの会長

をしておりますけど、私が会長になって２年になり

ましたが、一度も何ら相談を受けたことはありませ

ん。 

 知らぬ間に次々と事業ができておりまして、あそ

こを通るたびに老人クラブの会合なんかでは、誰も

使わんものをなんでつくったんじゃろかとしか言っ

ていないですよね。真玉の人から、「大石さん、あん

た議員なんじゃから、玉津の人が出入りするごとし

てくれんにゃ」と、みんな白けたものですよ、玉津

が。 

 同じ金をかけても、そんなことでよいのかと、私

はするなとは言いませんけども、主人公は市民です

から、市民とよく相談をして市民が主人公の事業に

変えてもらわないと、なになに表彰を受けました、

表彰を受けました市長や商工会議所の会頭は顔がい

いかもしれんけど、市民は誰も白けたものじゃない

んですか。その辺の分析がなかったら、また、表向

きの顔向けだけに莫大な予算は使うけど、効果はな

いということになりますよ。 

 だから、基本問題、今心配をされるのは、市長は

来年３月にやめるじゃろうと、あと誰かが市長になっ

たら、後をついで、一々永松元市長のところまで家

に尋ねていって相談するわけにいかんじゃろうと、

後の市長になったらこの事業は、もう終わるのじゃ

ないかと、そして、よそから来ている店は引き揚げ

て帰ったら、残りはどうなるかそれこそ哀れさんぱ

ちになるんではないかという心配もありますね。 

 私はそうなったら困ると思うんですよ。だから、

市長を続けろと言うんじゃないんですよ、帰っても

らっても結構ですが。わかりますか。だから「昭和

の町」と定住対策と同じに今やっているんですよね。

同じ問題なんですよ。 

 だから、もう少し商店街の意見や地域の皆さんの

意見を聞いて、この１０年間を活かして、今後どう

するかちゅうのをもっと浮ついた話じゃなくて、事

業効果のある投資効果のあるような事業をやっても

らいたいと思いますが、市長、どうですか。 

 それから定住対策では、やはり一番いい例が三十

何歳の課長が出きてましたね、課長どころか市参事

兼課長ですね、宮崎さん。そうでしょう。あなた１

年間高田に住んでみて、お友達を高田に住ませたい

気持ちになりますか。自分もよそから嫁さんをもらっ
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て高田に住んで、子供５人でも産めるようなまちだ

と思いますか。まず、婚活、婚活と金を出しても、

結婚できても、さあ、子供ができた、どこの産婦人

科にかかるんですか。産婦人科がない、どこで赤ちゃ

んを産むんですか。子供が夜に病気になったら、ど

この小児科に行くんですか。 

 市長、そういう医療体制を充実させるために、昭

和の町にかけた以上に政治生命をかけてやってもら

いたいと思うんですが、どうですか。それと人づく

りですよ、一番いい例が玉津、なんぼ楽しいまちと

いっても、健康なまちで健康寿命を延ばすために頑

張ると、頑張ってもらいたいんですよ。私も歩いて

いますけど、ここの市役所の横から花いろ温泉まで

行くところのウオーキングコース、周りのごみをど

う見ますか、歩け、歩けと言って、あのごみは。な

んでごみかと言ったら、ずっと切ってくれない草を、

ごみの山でしょう、これは。 

 幾ら高田で「ごみゼロ運動」と言って、上向きに

やっている、やっていると言っても、実態は高田市

民じゃないよそから来た人が捨てるんじゃないでしょ

う。そういう自分たちのまちは自分たちできれいに

やっていこうという人づくりをやらなくて、箱もの

ばっかりつくって、上向きばっかりやってみても、

あの結果なんですよ、玉津までごみをまかれたら困

りますから。その実態を知っていますか。ここから、

市長、自転車で行ってごらん、どれだけごみがある

か、歩いていたらどんなに不愉快か、これが上向き

ですよ。職員は市長のほうにしか顔が向いていない

結果なんですこれは、もっと市民のほうに顔が向く

職員にせんと、職員がかわいそうですよ。 

 昭和の町や定住対策だと言えば、市長の顔色を見

て仕事をせんといかんでしょう。家族ぐるみでイベ

ントに参加せにゃいかんでしょう、職員は本当御苦

労だと思いますよ、その分超勤手当が出るわけじゃ

ないしね。だからもっと実りある事業を、市長、や

ろうじゃありませんか。それやったら協力をします

よ。 

 次は、時間がないから介護保険、介護保険私一番

長くやってくれというのは、減免制度をつくったこ

とを市長を評価いたしました。だけど、今聞いて、

あれだけでお年寄りわかるでしょうか、議員の皆さ

んわかったでしょうか。 

 私は２分間時間を保障しましたが、４２秒しかあ

りませんでしたね、その分は。なぜ説明できんです

か、そこから入りましょう。 

 １２年ぶりにしてやっとできた、私の願いがかな

えた。それはいつから使えるんですか。どこに申請

すればいいんですか。どういう書類をもっていけば

いいんですか。お年寄りですから、なるべく簡単で

申請書をもってきた人たちが、ほとんど１００パー

セント認めてもらえるようにしないと、せっかく遠

くから市役所までタクシー代を使って来ても、あん

ただめだと言われたら、帰らんにゃいかん。１回受

けつけたけど、だめだと言うたらだめじゃと、お年

寄りにそんなことをさせちゃならんですよ。 

 例えば、私の町内で話しせないかん。下町やった

ら何人ぐらい、どんな人が対象と考えるんですか。

市長、あなたがつくった以上、大体何人ぐらいが、

この恩恵を受けるというふうに、効果があると考え

ていますか。事業計画をしたように、やれ１００人

だとか２００人だとか、３００人だとか１，０００

人だとか、どれぐらいいますか、どんな人が対象な

んですか。わかるように市長の言葉で、ぜひこうい

う方は申請してください、どこどこに申請してくだ

さい、何日後には決定通知をしますと、４月分から

の保険料が安くなるんですか、いつから安くなるん

ですか。市民に分かるように説明してください。 

 次、今度は副市長にお尋ねします。私どもがもらっ

た先ほどの資料、これを見ましたら２１人の委員が

あります。委員には無報酬かと思いましたら、ちゃ

んと毎日、日当を払ったようですね。何人出席した

のか、どういう議論をしたのかととって見ましたら、

何人出席したのか、どういう議論をしたのか、何時

に始まって何時に終わったかもない。ほとんどもの

を言っていないですね、これ。はい、何でも賛成で

しょう。 

 よその委員会は、結果は市長にこういうことにな

りましたという答申書を出しているんですよ。高田

は答申書もない、なにが決定したのか、誰が賛成し

たのかわからない、そこで聞きたいんですよ。我々

知る権利をもっているでしょう。 

 情報公開で資料をとっても市民にわからない仕掛

け、これは高田だけでしょう。宇佐の議員が高田に

聞いてみたら、大分県でその会議の模様を公開して

いないのは、高田と宇佐だけだそうです。１８市町

村の中で。今度は資料をとったら資料も全部つぶし

ている、黒塗りで誰が発言したか、発言したのがほ

とんどないでしょう。 

 そこで聞きたいのは、私は介護保険料を今度こん

なに大幅に上がって、高田始まって以来の介護保険
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料でしょう。市民が困るから、こういうようにすれ

ば下げられるんじゃないかと、抑えられるんじゃな

いかという議論を、何か積極的な意見が出されたな

ら、どういう意見が出されたけど、それはこういう

理由でだめになったという説明をしてください。 

 それから、法律解釈、あなたも長いこと職員です

からわかると思うんですよ。私の法律解釈では、今

回で５回目なんだけれども、たびたび変わりました

ね。高田の場合の第３期目については、非課税世帯

の８０万円以下の方については、がばっと下がりま

した、全員が下がりました、大幅に。４期目につい

ては、自分はわずかしか年金をもらっていないけど、

子供が市役所に出ている、あるいは先生をしている。

あるいは主人が働いている、奥さんはわずかな年金

でも、そういう人たちは基準額と同じ介護保険でし

たね。それはかわいそうだということで、３年前は

８０万以下の年金をもらっている人は、一つ落とす

ということで高田では、今まで１だったのが０．８

３に変えましたね。この方は大幅に下がりました。

約１，３００人。 

 今度の改正は、市長も聞いておってくださいよ、

今度の改正の特徴は、この前、私が１２月議会で述

べたように、自然増でこれは全国平均で１，０００

円上がると、１年間に１万２，０００円上がると、

これは大ごとだということで、県にためている基金

を壊してそれで使っていいよと、市にためているの

も使っていいよとなりましたね。 

 もう一つは取れるところからとってもいいという

ことで、今までは高田は２００万以上は１．５だっ

たんですよね、なんぼ所得があっても１．５、それ

を今度は２００万から１９０万に落とされたんです

よ。１９０万になった人たちは１．５になるから、

今までは１．２５だったのが１．５だから、ここが

一番高いんですよ、５割増しになりますね。 

 そのかわり、上は何段階でもとっていいんですよ。

市長なんかから高くとっていい、土建屋の社長から

もとっていいようになったんですよね。それをしな

いんでしょう。なぜしないかと、市長、そのこと理

解できますか。よそがしていないからなんか理由に

ならないですよ、宇佐や中津がしているのに、なぜ

高田はしないんですか。 

 それから、低い人については非課税で、年金がちょっ

と多い人は８１万あっても１５０万あった人も介護

保険料は一緒だったんですね。それはかわいそうだ

と、８０万から１２０万の人は１個落とせというこ

とで、宇佐も中津も落とすんですよね。なぜ高田は

それを落とさないんですか。それは、市民は面倒く

さくありません、全く面倒くさくありませんよ。申

請されていないんだから、全部できるんですよ。そ

れをなぜしないんですか。本当に市民の立場に立っ

て、納得できるような介護保険の設定にしてくださ

い。以上です。 

○議長（河野正春君）  市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  私からは「玉津プラチナ通

り」についてご答弁をいたします。 

 主人公不在だという話でしたけれども、玉津プラ

チナ通りにつきましては区長、それから区、それか

ら商店街の人々と話をし、そしてどうするかという

議論をいたしましたし、そういう中で玉津銀鈴堂も

入り、玉津に人がふえたと喜んでおります。 

そしてまた、先般「プラチナ祭り」においても、

よその地区ではないプラチナ応援隊という地区で住

んでいる人たちが、応援までするということの中で、

初めて市の職員がほとんど出なくて、地域の人がやっ

てくれたものであります。 

 そういう面で、玉津を何とかよくしようという、

大石議員さん、よく聞いてみてください。そういう

ことの中で、（発言する者あり）現実の問題として非

常にみんなが頑張っていただいておるということで

あります。そういう面では、老人会の人々も玉津で

やろうと、地域の人々も何とかして玉津を活発にし

ようという、そういう意気込みがあると私は思って

おります。 

 そういう面で、地域の人たちの意見を聞きながら、

今やっているのが「玉津プラチナ通り」であります。 

 以上であります。その他については、担当課長に

させます。 

○議長（河野正春君）  副市長、鴛海 豊君。 

○副市長（鴛海 豊君）  介護保険の関係につきま

して、再質問にお答えいたします。 

 会議の内容についてでございますけども、昨年の

５月から４回にわたって会議を開かせていただきま

した。その中で、各委員さん方につきましては非常

に出席率がよくて、各会議とも９割以上の方が出席

していただいたと思っています。 

 そして、その内容につきましては、特に、これこ

れと言って、今、議員が言われたような詳しいもの

はございませんでした。それから、高所得者の関係

の処置につきましては、先ほど課長が答弁したとお

りでございます。 
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 それから、低所得者に対する減額措置の関係の手

続き等につきましては、担当課長から答弁を申し上

げます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  保険年金課長、佐藤 清君。 

○保険年金課長（佐藤 清君）  大石議員の再質問

にお答えいたします。 

 いつ頃から実施ということでございますが、２４

年度からの実施でございます。受付につきましては、

保険年金課で受付の後、税務課で所得調査等を行う

ことといたしております。保険料を下げる件につき

ましては、給付費等が増額傾向にありますので、特

に下げる意見等はございませんでした。 

（発言する者あり） 

○議長（河野正春君）  保険年金課長、佐藤 清君。 

○保険年金課長（佐藤 清君）  受付につきまして

は、新年度になったら受付でございますが、介護保

険料の課税徴収が７月からとなっておりますので、

７月実施となります。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  これにて一般質問を終結い

たします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 あすから３月２２日まで休会し、各委員会におい

て付託案件の審査をお願いいたします。 

次の本会議は３月２３日午前１０時に再開し、各

委員長の報告を求め、質疑、討論、採決を行います。 

 なお、討論の通告は３月２１日予算審査特別委員

会終了後、直ちに提出願います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後 ３時０７分 散会 
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